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はじめに 

 

 本冊子は、令和４年２月 21 日に大阪府知事から意見照会を受けた「泉佐野市田尻町清掃施設

組合新ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価方法書」について、大阪府環境影響評価審査会

において、その内容を慎重に検討した結果をとりまとめたものである。 
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Ⅰ 環境影響評価方法書の概要 1 

 2 

１ 事業計画の概要 3 

１-１ 事業者の名称 4 

泉佐野市田尻町清掃施設組合 5 

熊取町 6 

 7 

１-２ 事業の名称 8 

泉佐野市田尻町清掃施設組合新ごみ処理施設整備事業 9 

 10 

１-３ 事業の目的 11 

泉佐野市田尻町清掃施設組合（以下「施設組合」という。）及び熊取町のごみ処理施12 

設はいずれも老朽化・陳腐化が進行し施設の更新が急務となっていることから、将来13 

的に施設組合に熊取町が参画し１市２町で広域的なごみの中間処理を行うため、令和14 

12年度の稼働を目指して新たなごみ処理施設を整備する。 15 

 16 

１-４ 事業の内容 17 

(1) 事業の種類 18 

    大阪府環境影響評価条例別表６の項に掲げる一般廃棄物処理施設（ごみ焼却施設）19 

の設置の事業 20 

 21 

(2) 事業の規模 22 

    処理能力の合計 １日当たり 240トン 23 

 24 

(3) 事業の実施場所 25 

    泉佐野市日根野地内及び上之郷地内（図１-１～３） 26 
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 1 

図１-１ 対象事業実施区域の位置（広域） 2 

（方法書から引用） 3 
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 1 

図１-２ 対象事業実施区域の位置 2 

（方法書から引用） 3 
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 1 

図１-３ 対象事業実施区域の位置（詳細） 2 

※ 図中の対象事業実施区域には、図１－４に示されているバッファを含む。 3 

（方法書から引用） 4 
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(4) 施設計画 1 

    事業実施区域内における施設の配置計画は図１-４のとおりであり、今後の施設基2 

本設計により詳細を決定するとしている。 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

図１-４ 施設配置計画（案） 33 

（方法書から引用） 34 

100mバッファ距離 
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   焼却施設（エネルギー回収推進施設）の計画諸元は表１-１のとおりであり、排出ガ1 

スの計画目標値を表１-２のとおり設定している。また、焼却施設と併せて設置する施2 

設の計画諸元を表１-３のとおりとしている。 3 

 4 

表１-１ 焼却施設の計画諸元 5 

項 目 内 容 

処理方式 ストーカ式焼却炉 

施設規模（処理能力） 240t/日（120t/日×2炉） 

エネルギー回収率（目標） 21%以上 

計画地盤高 約 101m 

煙突高さ GL＋59m 

処理対象物 可燃ごみ（一般廃棄物、災害廃棄物） 

稼働日数・時間 280日・24時間 

煙突吐出速度（想定値） 
施設規模が同程度の一般廃棄物焼却施設（ストー

カ式）の事例を参考に想定 

22m/s 

（方法書から引用） 6 

 7 

表１-２ 焼却施設の排出ガスの計画目標値 8 

公害防止項目 
計画目標値 

１炉毎の目標値。今後の施設基本設計により詳細を決定し

たうえで設定。 

ばいじん（g/Nm3） 0.01以下 

塩化水素（ppm） 30以下 

硫黄酸化物（ppm） 50以下 

窒素酸化物（ppm） 50以下 

ダイオキシン類（ng-TEQ/Nm3） 0.1以下 

水銀（µg/Nm3） 30以下 

（方法書から引用） 9 

 10 

表１-３ 併せて設置する施設の計画 11 

施設 規模 

破砕・選別施設（マテリアルリサイクル推進施設） １日あたり 30トン  

保管施設（ストックヤード） 面積 450㎡ 

（方法書をもとに作成） 12 

13 
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 ごみ処理フローを図１-５のとおりとしている。また、焼却施設の処理フローを図１-1 

６のとおり、破砕・選別施設の処理フローを図１-７のとおり、給水・排水フローを図2 

１-８のとおりとし、今後の施設基本設計により詳細に決定するとしている。 3 

 4 

清掃施設組合第一事業所 泉佐野市 1,301 t

田尻町 0 t

熊取町 133 t

合計 1,434 t

泉佐野市 38,987 t 焼却残さ

田尻町 2,206 t

熊取町 9,493 t 可燃残さ

合計 50,687 t 4,482 ｔ

泉佐野市 3,380 t 資源物

田尻町 313 t

粗大・不燃ごみ 熊取町 1,412 t

合計 5,105 t

可燃残さ
注2

泉佐野市 656 t 資源物

田尻町 73 t

熊取町 316 t

合計 1,044 t

可燃残さ注2

泉佐野市 416 t
注1

資源物

泉佐野市 1,297 t

田尻町 112 t

熊取町 413 t

合計 1,823 t

泉佐野市 562 t

田尻町 50 t

熊取町 354 t

合計 966 t

泉佐野市 341 t

田尻町 31 t

熊取町 316 t

合計 688 t

新ごみ処理施設

大阪湾フェニックス
センター

（最終処分）
焼却処理

(エネルギー回収推進施設)

し尿処理汚泥（泉佐野
市・田尻町・熊取町）

可燃ごみ

粗大ごみ

破砕・選別処理
（マテリアルリサイク

ル推進施設）

資源化

資源ごみ
（紙類・古着）

選別処理

民間施設

未利用古着

缶･びん･ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装

選別処理

資源ごみ
（紙・布類）

集団回収

 5 

図１-５ ごみ処理フロー 6 

（方法書から引用） 7 

 8 
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 1 

大気放出

乾式排ガス
処理装置

(ろ過式集じん器)

排
ガ
ス
再
循
環

送
風
機

触媒脱硝装置

煙 突

誘引送風機

ガス再加熱器

減温塔

廃熱ボイラ焼却炉

給じん装置

ごみの流れ

空気の流れ

排ガスの流れ

灰の流れ

灰ピット

排 出

灰クレーン

落じんコンベア

灰搬出装置

空気予熱器

押込送風機

飛灰処理設備

処理飛灰ピット

排 出

ごみクレーン

ごみピット

プラットホーム

搬入（ごみ）

飛灰搬出装置

処理飛灰クレーン

ごみ投入ホッパ

 2 

図１-６ 焼却施設における処理フロー（例示） 3 

（方法書から引用） 4 
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破砕アルミコンテナ 可燃残渣ピット（焼却） 不燃物バンカ 破砕鉄バンカ

高速回転式破砕機

搬入（ごみ）

プラットホーム

粗大ごみ受入供給コンベヤ

破砕物選別機

破砕物搬送コンベヤ

アルミ選別機

残渣搬送コンベヤ

破砕物磁選機

 1 

 2 

図１-７ 破砕・選別施設における処理フロー（例示） 3 

（方法書から引用） 4 

5 
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 1 

図１-８ 給水・排水フロー（案） 2 

（方法書 2-34ページの図に修正が加えられた事業者提出資料） 3 

 4 

 5 
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１-５ 事業関連車両運行計画 1 

・ ごみ収集車等の主な走行経路は、搬入にあっては国道 170 号、国道 26 号、府道泉佐2 

野岩出線及び府道日根野羽倉崎線等を経て国道 481 号を経由し、収集にあってはこれら3 

の逆経路とする計画としている（図１-９）。 4 

・ ごみ収集車及び直接搬入車両の走行台数は、１日当たり約 710 台（片道）と計画して5 

いる。 6 
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 1 

図１-９ ごみ収集車等の走行経路及び台数 2 

（方法書から引用） 3 
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１-６ 施設の防災対策 1 

  焼却施設及び破砕・選別施設は、「災害に強い施設」を目指して地震や津波発生時に2 

大きな損傷が発生せず大規模な補修をせずに使用できるよう、耐震性能に余裕を持たせ3 

た施設とする計画としており、設備の緊急停止システム、余裕のある焼却能力やごみピ4 

ット容量の確保、敷地内への災害廃棄物仮置き場スペースの確保、災害時のエネルギー5 

供給を含む地域防災拠点としての機能の具備等を計画している。 6 

 7 

１-７ 工事計画 8 

  工事工程を表１-４のとおりとし、全体の工期を令和 12 年度の稼働までの約４年間と9 

している。 10 

  建設機械、工事車両の１日当たり使用台数の最大は、杭打・掘削工事及び土木建築工11 

事で最も多く、約 30台としている。 12 

 13 

表１-４ 工事工程 14 

工事等／時期 
1年目 

(令和8年度) 

2年目 

(令和9年度) 

3年目 

(令和10年度) 

4年目 

(令和11年度) 

5年目 

(令和12年度)

以降 

造成工事      

プラント工事      

施設稼働     ･･･ 

（方法書をもとに作成） 15 

16 
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泉佐野市が実施する土地区画整理事業は、泉佐野市の新たな産業拠点を形成し、以

って地域経済の活性化を図り、持続可能なまちづくりを進めることを目的として、令

和 8年度の使用収益開始を目指し実施する事業である。 

事業用地は、以前に大阪府において産業集積化が計画された旧コスモポリス用地の

未整備部分 36.5ha を予定しているが、これは、泉佐野市において現在インバウンド

を中心に観光産業を主要とした地域振興施策を進めているなか、関西国際空港に直結

している二次交通網が整備されるなど立地の優位性が注目され、近年、産業用として

の需要が高まってきていることによる。なお、土地区画整理事業における事業予定

は、下表に示す。 

また、事業を実施するにあたり、土地区画整理事業は、環境影響評価法及び大阪府

環境影響評価条例における環境影響評価の対象事業とはならないが、事業予定地の中

には、森林等が存在していることから、後に実施される新ごみ処理施設における環境

影響評価と連携をとりながら、泉佐野市において独自の環境調査を実施し、その結果

に基づき可能な範囲において環境配慮を行っていくこととしている。 

 

１-８ 対象事業に先行して実施される土地区画整理事業 1 

対象事業実施区域の現況は森林であり、対象事業は、泉佐野市が先行して実施する土2 

地区画整理事業により造成される土地の一部において実施するとしている。 3 

方法書における土地区画整理事業についての記載内容は以下のとおりである。 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

土地区画整理事業における事業予定 19 

工事等／時期 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 令和 9年度 

造成工事    

使用収益開始    

 20 

（方法書から引用） 21 

 22 

 土地区画整理事業の事業計画について事業者に確認したところ、表１－５のとおりで23 

あるとのことであった。 24 

25 
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表１-５ 土地区画整理事業の主な事業計画 1 

地区面積 約 36.5ha 

造成面積 約 26.7ha 

宅地面積 約 19.3ha 

道路整備 約 1,680ｍ（幅＝7ｍ、9ｍ、14ｍ） 

緑地面積 

約 12.8ha（造成林：約 3.0ha、残地林：約 9.8ha） 

※森林率＝約 35％（地域森林計画対象民有林の 25％以上（6.0ha）

を確保） 

下水道整備 

雨水管：約 820ｍ（φ400～900ｍｍ） 

   ：約 850ｍ（ボックスカルバート） 

雨水放流管：約 120ｍ（φ900ｍｍ、φ1200ｍｍ） 

汚水管：約 1,090ｍ（φ200ｍｍ） 

調整池 ２池（１池は雨水放流抑制と農業用利水を兼ねた複合調整池） 

発生集中交通量 約 1,220台（往復）（ごみ処理施設の車両台数を除く） 

用途 物流業、製造業等の産業用地 

（事業者提出資料） 2 

 3 

２ 環境影響評価を実施する地域 4 

環境影響評価を実施する地域は、事業特性等を考慮し、事業者である施設組合を構成す5 

る泉佐野市及び田尻町並びに熊取町に加え、景観について「影響を受けるおそれがあ6 

る」とされている３km範囲内に含まれる泉南市としている。 7 

8 
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３ 環境影響要因及び環境影響評価の項目 1 

 方法書においては、対象事業に先行して泉佐野市が実施する土地区画整理事業における2 

造成工事については環境影響要因に選定されていなかったが、方法書の提出後に事業者か3 

ら提出された資料において、土地区画整理事業における造成工事を環境影響要因に選定し、4 

大阪府環境影響評価条例に基づく環境影響評価手続に併せて自主的に調査、予測及び評価5 

を行う旨が示された。 6 

このため、「３．環境影響要因及び環境影響評価の項目」、「４．現況調査」、「５．予測7 

の方法」においては方法書に記載の内容に併せて事業者が自主的に行う調査等の内容を取8 

りまとめ、「Ⅱ 検討結果」においてもこれらを併せて検討を行った結果を取りまとめた。 9 

また、住民の意見等を踏まえて調査の手法等について一部見直しが行われたため、これ10 

を反映させることとした。 11 

環境影響要因及び環境影響評価項目を表１-６のとおり選定している。 12 

 13 

表１-６（１） 環境影響要因及び環境影響評価項目 14 

環境項目 

環境影響要因の内容 

施
設
等
の
存
在 

施設の供用 

工事の実施 

施設の 
建設工事 

土地区画 
整理事業 

大項目 小項目 

施
設
の
稼
働 

車
両
の
走
行 

建
設
機
械 

の
稼
働 

工
事
関
連 

車
両
の
走
行 

造
成
工
事 

大気質 

環境基準
設定項目 

二酸化硫黄  ○     

浮遊粒子状物質  ○ ○ ○ ○  

一酸化炭素       

二酸化窒素  ○ ○ ○ ○  

光化学オキシダント       

ベンゼン       

トリクロロエチレン、
テトラクロロエチレ
ン、ジクロロメタン 

      

ダイオキシン類  ○     

微小粒子状物質       

その他 

塩化水素  ○     

水銀  ○     

粉じん      ○ 

水質・ 
底質 

生活環境項目       

健康項目       

特殊項目       

その他（水の濁り）      ○ 

※ 事業者提出資料をもとに作成。 15 

方法書の提出後に自主的に調査等を行うこととされた土地区画整理事業に係る事項に下線又は傍線を付した。 16 

17 
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表１-６（２） 環境影響要因及び環境影響評価項目 1 

環境項目 

環境影響要因の内容 

施
設
等
の
存
在 

施設の供用 

工事の実施 

施設の 
建設工事 

土地区画
整理事業 

大項目 小項目 

施
設
の
稼
働 

車
両
の
走
行 

建
設
機
械 

の
稼
働 

工
事
関
連 

車
両
の
走
行 

造
成
工
事 

地下水 

生活環境項目       

健康項目       

その他       

騒音 騒音  ○ ○ ○ ○  

振動 振動  ○ ○ ○ ○  

低周波音 低周波音  ○     

悪臭 悪臭  ○     

地盤沈下 地盤沈下       

土壌汚染 土壌汚染       

日照阻害 日照阻害       

電波障害 電波障害       

気象 
風向・風速       

気温       

地象 地形、地質、土質       

水象 

河川水象       

湖沼水象       

海域水象       

陸域生態系 

陸生動物  ○ ○ ○ ○ ○ 

陸生植物      ○ 

淡水生物      ○ 

陸域生態系  ○ ○ ○ ○ ○ 

海域生態系 
海域生物       

海域生態系       

人と自然との触れ
合い活動の場 

人と自然との触れ合
い活動の場 

  ○  ○  

景観 

自然景観 ○      

歴史的・文化的景観 ○      

都市景観       

文化財 
有形文化財等       

埋蔵文化財      ○ 

廃棄物、発生土 

一般廃棄物  ○  ○   

産業廃棄物  ○  ○   

発生土       

地球環境 
温室効果ガス  ○ ○ ○ ○  

オゾン層破壊物質       

※ 事業者提出資料をもとに作成。 2 

方法書の提出後に自主的に調査等を行うこととされた土地区画整理事業に係る事項に下線又は傍線を付した。 3 

4 
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４ 現況調査 1 

  選定した各評価項目について、現況調査を表１-７のとおり実施するとしている。 2 

 3 

表１-７（１） 現況調査の内容 4 

調査項目 調査地域・地点 
調査時期・ 
頻度 

調査方法 
(既存資料名) 

調査方法選定理由 

大気質 

既存
資料
調査 

大気汚染物質の濃度の
状況、気象の状況 

対象事業実施区域
周辺 

過去５年間 
｢大阪府環境白書｣(大阪府)
等 

対象事業実施区域周辺の環境
濃度を把握するため、既存デ
ータを収集する。 

現
地
調
査 

環
境
基
準
設
定
項
目 

(

一
般
環
境) 

二酸化硫黄 
対象事業実施区域
周辺４地点 
(図1-10(1)参照) 
測定高さ 
二酸化硫黄: 
1.5m 
窒素酸化物: 
1.5m 
浮遊粒子状物質:3m 

４季(７日/
季) 
(１時間値) 

｢大気の汚染に係る環境基
準について｣に定める方法
に準拠 

煙突の排ガスが拡散する可能
性のある1.5km範囲に位置する
周辺集落等の一般環境を把握
するために、近傍の集落や福
祉施設等において調査を実施
する。 
調査は季節変動を考慮し、4季
調査を行う。 

窒素酸化物 
｢二酸化窒素に係る環境基
準について｣に定める方法
に準拠 

浮遊粒子状物質 
｢大気の汚染に係る環境基
準について｣に定める方法
に準拠 

ダイオキシン類 
対象事業実施区域
周辺４地点 
(図1-10(1)参照) 
測定高さ 
ダイオキシン類: 
1.2m 
塩化水素、水銀: 
1.5m 

４季(１回/
季)(７日間
値/１回) 

｢ダイオキシン類に係る大
気環境測定マニュアル｣に
準拠 

そ
の
他(

一

般
環
境) 

塩化水素 ４季(７日/
季)(24時間
値) 

｢大気汚染物質測定法指針｣
に定める方法に準拠 

水銀 
｢有害大気汚染物質測定方
法マニュアル｣に準拠 

環
境
基
準
設
定
項

目(

沿
道
環
境) 

窒素酸化物 
走行車両の主要な
走行ルート３地点
(図1-10(1)参照) 
測定高さ 
窒素酸化物:1.5m 
浮遊粒子状物質:3m 

４季(７日/
季)(１時間
値) 

｢二酸化窒素に係る環境基
準について｣に定める方法
に準拠 

施設関連車両及び工事関連車
両の主要な走行ルートの現況
の状況を把握するため、主な
走行ルートにおいて、季節変
動を考慮し、4季調査を行う。 浮遊粒子状物質 

｢大気の汚染に係る環境基
準について｣に定める方法
に準拠 

気
象 

地
上 

風向風速 対象事業実施区域
周辺１地点 
(図1-10(1)参照) 
測定高さ 
風向風速:約10m 
日射量 :約3m 
放射収支量、気温
及び湿度:1.5m 

通年連続 
(毎時:10分
間値) 

風向風速、日射量、気温湿
度 
｢地上気象観測指針｣に準拠 
放射収支量 
｢発電用原子炉施設の安全
解析に関する気象指針｣」
に準拠 

大気質の現況解析及び大気拡
散予測を行う上で必要なデー
タとなるため、対象事業実施
区域の近傍において調査を実
施する。 
調査は通年連続測定とする。 

日射量 

放射収支量 

気温湿度 
通年連続 
(毎正時値) 

上
層 
上層風 

対象事業実施区域
周辺１地点 
(図1-10(1)参照) 
高度400mまで 

通年連続 
(毎時:10分
間値) 

ドップラーライダー 

排ガスが拡散する高度付近の
風向風速の状況について年間
を通じて詳細に測定するため
に、対象事業実施区域の近傍
において調査を実施する。 
調査は通年連続測定とする。 

高
層 

風向風速 
気温 

対象事業実施区域
周辺１地点 
(図1-10(1)参照) 
測定高さ：地上～
1,000ｍ、50ｍごと 

４季(７日/
季) 
(８回/日：
３時間ご
と) 

｢高層気象観測指針｣に準拠 

排ガスが拡散する高度付近の
風向風速の状況について年間
を通じて詳細に測定するため
に、対象事業実施区域の近傍
において調査を実施する。 
調査は4季1週間調査とする。 

（方法書から引用） 5 

6 



- 19 - 

 

表１-７（２） 現況調査の内容 1 

調査項目 調査地域・地点 
調査時期・ 
頻度 

調査方法 
(既存資料名) 

調査方法選定理由 

水質 

既 存
資 料
調査 

水質の状況 河川 最新の年度 
｢大阪府環境白書｣
(大阪府)等 

水質の状況を把握するた
め、既存データを収集す
る。 

現
地
調
査 

河川
水質 

浮遊物質量
(SS) 

区画整理事業予定
区域からの放流河
川(京上川)及び下
流河川(樫井川)の
合流前後の３地点
(図1-10(2)参照) 

降雨時３回 
(３回/降雨) 
無降雨時４季
(１回/季) 

｢水質汚濁に係る
環境基準につい
て｣(付表9)に定め
る方法に準拠 

放流河川の水質を把握す
るため、放流河川の上流
及び下流で濁水調査を行
う。 

濁度 
｢水質調査方法 ｣
(環境省)に定める
方法に準拠 

流量 

｢河川砂防技術基
準調査編｣(国土交
通省)に定める方
法に準拠 

沈降
試験 

土質粒度試験 

土地区画整理事業
予定区域２地点
(図1-10(2)参照) 

１回 

日本産業規格Ａ
1204 ｢土の粒度試
験方法｣に定める
方法に準拠 工事中に流出する土砂の

特性を把握するため、２
地点で調査を行う。 

土壌沈降分析
試験 

日本産業規格Ｍ
0201 ｢選炭廃水試
験方法｣12に定め
る方法に準拠 

騒音 

既存
資料
調査 

騒音の状況 

対象事業実施区域
周辺、施設関連車
両及び工事車両の
走行ルート 

最新の年度 
｢大阪府環境白書｣
(大阪府)等 

環境騒音及び道路交通振
動の状況を把握するた
め、既存データを収集す
る。 

現
地
調
査 

環境騒音 

対象事業実施区域
周辺:２地点 
(図1-10(3)参照) 
測定高さ:1.2ｍ 

平日、休日各
1回 
(24時間連続) 

｢騒音に係る環境
基準について｣に
定める方法に準拠 

焼却施設と保全対象は
300m程度以上離れるた
め、騒音の影響は大きく
ないと考えられるが、周
辺の環境変化を確実に把
握するために、最寄り集
落や福祉施設において調
査を実施する。 
振動の状況を適切に把握
できる日に、平日と休日
の各1回調査を行う。 

道路交通騒音 
走行車両の主要な
走行ルート３地点 
(図1-10(3)参照) 
測定高さ:1.2ｍ 

平日、休日各
1回 
(24時間連続) 

｢騒音に係る環境
基準について｣に
定める方法に準拠 

施設関連車両及び工事関
連車両の主要な走行ルー
トの現況の状況を把握す
るため、現況の道路交通
振動を把握する。交通量
が通常と異なる時期を避
けて、平日と休日の各1回
調査を行う。 

交通量、走行速度 
調査員もしくはビ
デオカメラ撮影に
よる交通量の計測 

※ 事業者提出資料をもとに作成。 2 

方法書の提出後に自主的に調査等を行うこととされた土地区画整理事業に係る事項に下線又は傍線を付した。 3 

4 



- 20 - 

 

表１-７（３） 現況調査の内容 1 

調査項目 調査地域・地点 
調査時期 
・頻度 

調査方法 
(既存資料名) 

調査方法の選定理由 

振動 

既存
資料
調査 

振動の状況 
対象事業実施区域周
辺、施設関連車両及び
工事車両の走行ルート 

最新の年度 
｢大阪府環境白
書｣(大阪府)等 

一般環境中の振動、道路交通
振動の状況を把握するため、
既存データを収集する。 

現
地
調
査 

環境振動 

対象事業実施区域周辺
３地点 
(図1-10(3)参照) 
測定高さ:地盤高 

平日、休日各1回 
(24時間連続) 

｢振動規制法施行
規則｣に定める方
法に準拠 

焼却施設と保全対象は300m程
度以上離れるため、騒音の影
響は大きくないと考えられる
が、周辺の環境変化を確実に
把握するために、最寄り集落
や福祉施設において調査を実
施する。 
振動の状況を適切に把握でき
る日に、平日と休日の各1回調
査を行う。 

道路交通振
動 走行車両の主要な走行

ルート３地点 
(図1-10(3)参照) 
測定高さ:地盤高 

平日、休日各１
回 
(24時間連続) 

｢振動規制法施行
規則｣に定める方
法に準拠 

施設関連車両及び工事関連車
両の主要な走行ルートの現況
の状況を把握するため、現況
の道路交通振動を把握する。
交通量が通常と異なる時期を
避けて、平日と休日の各1回調
査を行う。 

地盤卓越振
動数 

１回 
(大型車 10台測
定) 

振動レベル計を
データレコーダ
に接続し、周波
数を分析 

低周波音 

既 存
資 料
調査 

低周波音の
状況 

対象事業実施区域周辺 最新の年度 
｢大阪府環境白
書｣(大阪府) 

低周波音の状況を把握するた
め、既存データを収集する。 

現
地
調
査 

低周波音の
音圧レベル 

対象事業実施区域周辺
２地点 
既存施設の敷地境界２
地点 
(図1-10(3)参照) 
測定高さ：1.2m 

対象事業実施区
域周辺：平日、
休日各１回 
(24時間連続) 
既存施設の敷地
境界：稼働日１
回(24時間連続) 

｢低周波音の測定
方法に関するマ
ニュアル｣に準拠 

既存施設の設備から発生する
低周波音の把握及び対象事業
実施区域の最寄り集落や福祉
施設の現況を把握するために
調査を実施する。 
低周波音の実態を把握し得る
日に、平日と休日の各1回調査
を行う。 

悪臭 

既存
資料
調査 

悪臭の状況 対象事業実施区域周辺 最新の年度 
｢大阪府環境白
書｣(大阪府)等 

悪臭の状況を把握するため、
既存データを収集する。 

現
地
調
査 

臭気指数 
 

対象事業実施区域内１
地点、 
対象事業実施区域周辺
４地点、 
周辺施設２地点 
(図1-10(4)参照) 
測定高さ：1.2m 

夏季の１日 
(１回/日) 

｢臭気指数及び臭
気排出強度の算
定の方法｣に準拠 

煙突の排ガスが拡散する可能
性のある1.5km範囲に位置する
周辺集落等の一般環境や事業
地内の一般環境を把握するた
めに、近傍の集落や福祉施設
等において調査を実施する。 
また、類似事例として既存施
設の官民境界で測定する。 
調査は、悪臭が感じられやす
い夏季とする。 

（方法書から引用） 2 

3 
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表１-７（４） 現況調査の内容 1 

調査項目 調査地域・地点 
調査時
期・頻度 

調査方法(既存
資料名) 

調査方法の選定理由 

陸域生態系 

既存
資料
調査 

動 植 物
の 状 況
等 

対象事業実施区域周辺 
入手可能
な最新資
料 

｢大阪府におけ
る保護上重要
な野生生物 ｣
(大阪府)等 

動植物の状況を把握するため、既
存データを収集する。 

現
地
調
査 

陸
生
動
物 

哺
乳
類 

土地区画整理事業予定区域及
び対象事業実施区域周辺約
200m(図1-10(5)参照) 

４季 
フィールドサ
イン法 哺乳類の生息状況を把握するた

め、フィールドサイン法及びトラ
ップ調査法(シャーマントラップ
法、カメラトラップ法等)による調
査を4季行う。また、コウモリ類の
生息可能性のある樹林地等につい
て、夜間調査を行う。 

土地区画整理事業予定区域及
び対象事業実施区域周辺約
200m：４地点 

４季 
トラップ調査
法 

土地区画整理事業予定区域及
び対象事業実施区域周辺約
200m 

３季(春･
夏･秋) 

コウモリ類調
査(夜間調査) 

鳥類 

土地区画整理事業予定区域及
び対象事業実施区域周辺約
200m:２ルート 

４季(春･
初夏･秋･
冬) 

ラインセンサ
ス法 

鳥類の生息状況を把握するため、
ラインセンサス法及びポイントセ
ンサス法による調査を行う。調査
時期は時期によって異なる鳥類相
を把握するために4季行う。 

土地区画整理事業予定区域及
び対象事業実施区域周辺約
200m:２地点 

４季(春･
初夏･秋･
冬) 

ポイントセン
サス法 

 

猛
禽
類

土地区画整理事業予定区域及
び対象事業実施区域周辺約
2km(図1-10(5)参照) 

１回 
(秋～冬) 

営巣木踏査 
対象事業実施区域周辺には樹林や
耕作地が分布しており、猛禽類が
生息している可能性があるため、
営巣木踏査及び猛禽類の繁殖期調
査を行う。また、フクロウ類の生
息可能性のある樹林地等につい
て、夜間調査(踏査による姿や鳴き
声の確認)を行う。 

 
７回(早春
～夏) 

定点観察法 

 
５回(早春
～夏) 

フクロウ類調
査(夜間調査) 

両
生
類 

爬
虫
類 

土地区画整理事業予定区域及
び対象事業実施区域周辺約
200m(図1-10(5)参照) 

４ 季 ( 早
春･春･夏･
秋) 

直接観察法 
両生類・爬虫類の生息状況を把握
するため、直接観察法による調査
を4季行う。 

昆
虫
類 

土地区画整理事業予定区域及
び対象事業実施区域周辺約
200m(図1-10(5)参照) 

３季(春･
夏･秋) 

任意採取法 

昆虫類の生息状況を把握するた
め、任意採取法による調査を昆虫
類の活動時期である春～秋にかけ
て調査を3季行う。また、ホタル類
の生息可能性のある水域や樹林地
等について、夜間調査(踏査による
姿の確認)を1回行う。 

土地区画整理事業予定区域及
び対象事業実施区域周辺約
200m：４地点 

３季(春･
夏･秋) 

ライトトラッ
プ法 

土地区画整理事業予定区域及
び対象事業実施区域周辺約
200m：４地点 

３季(春･
夏･秋) 

ベイトトラッ
プ法 

土地区画整理事業予定区域及
び対象事業実施区域周辺約
200m(図1-10(5)参照) 

１ 回 ( 初
夏) 

ホタル類調査
(夜間調査) 

陸産
貝類 

土地区画整理事業予定区域及
び対象事業実施区域周辺約
200m(図1-10(5)参照) 

２季(春･
秋) 

直接観察法 
陸産貝類の生息状況を把握するた
め、直接観察法による調査を2季行
う。 

※ 事業者提出資料をもとに作成。 2 

方法書の提出後に自主的に調査等を行うこととされた土地区画整理事業に係る事項に下線を付した。 3 

  方法書の記載内容の見直しが行われた事項に網掛けを施した。 4 
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表１-７（５） 現況調査の内容 1 

※ 事業者提出資料をもとに作成。 2 

方法書の提出後に自主的に調査等を行うこととされた土地区画整理事業に係る事項に下線を付した。 3 

4 

調査項目 調査地域・地点 
調査時期・
頻度 

調査方法 
(既存資料名) 

調査方法の選定理由 

陸域生態系 

現
地
調
査 

淡
水
生
物 

魚類 

河川:２地点 
ため池:６地点 
(補足調査地点含む) 
(図1-10(6)参照) 

４季 
( 春 ･ 夏 ･
秋・冬) 

任意採取法 周辺の河川及びため池にお
ける魚類の生息状況を把握
するため、任意採取法及び
目視観察法による調査を４
季行う。 

４季 
( 春 ･ 夏 ･
秋・冬) 

目視観察法 

底生動物 

河川:２地点 
ため池:６地点 
(補足調査地点含む) 
(図1-10(6)参照) 

２季 
(早春 ･初
夏) 

任意採取法 周辺の河川及びため池にお
ける底生動物の生息状況を
把握するため、任意採取法
及びコドラート法による調
査を2季行う。 

２季 
(早春 ･初
夏) 

コドラート法 

陸
生
植
物 

植物相 

土地区画整理事業予定
区域及び対象事業実施
区域周辺約200ｍ(図1-
10(7)参照) 

４季 
(早春･春･
夏･秋) 

目視観察法 
生態系の基礎となる陸生植
物の現状を把握するため、
調査を行う。調査時期は植
物の確認の時期として適さ
ない冬季を除く時期とす
る。 植生 

土地区画整理事業予定
区域及び対象事業実施
区域周辺約200ｍ 
対象事業実施区域及び
周辺約1km(植生図) 
(図1-10(7)参照) 

１回 
(春～秋) 

植物社会学的調査
法 

陸域生態系 
陸生動物、淡水生物及び陸生植物の調査結果に基づき、
上位性、典型性、特殊性の観点から複数種を選定し群集
の構造、移動経路、食物連鎖の状況について解析する。 

陸域生態系の現状を把握す
るため、生態系の上位性、
典型性、特殊性の観点から
解析する。 

人と自然との触れ合い活動の場 

既
存
資
料
調
査 

活動の場の 
所在 

対象事業実施区域周辺 
入手可能な
最新資料 

市のパンフレット
等 

対象事業実施区域周辺の人
と自然との触れ合いの活動
の場の情報を把握するた
め、既存資料を収集する。 

現
地
調
査 

活動の場の 
利用状況 

対象事業実施区域周辺
２地点 
・泉佐野丘陵緑地 
・ハイキングルート 
(図1-10(8)参照) 

４季 
(１回/季) 

カウントや聞き取
りによる方法等に
より活動の場の利
用人数、利用形
態、移動手段を調
査する。 

泉佐野丘陵緑地公園及びハ
イキングルートの利用者が
施設関連車両の走行ルート
を利用する可能性があるた
め、その状況を把握するた
めに、調査を実施する。 
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表１-７（６） 現況調査の内容 1 

※ 事業者提出資料をもとに作成。 2 

  方法書の記載内容の見直しが行われた事項に網掛けを施した。 3 

調査項目 調査地域・地点 
調査時
期・頻度 

調査方法 
(既存資料名) 

調査方法の選定理由 

景観 

既
存
資
料
調
査 

自然景観、 
歴史的・文化的
景観の状況 

対象事業実施区域周辺
の主要な眺望地点 

入手可能
な最新資
料 

｢大阪府環境白書｣
(大阪府)等 

対象事業実施区域周辺の眺
望地点の状況を把握するた
め、既存資料を収集する。 

現
地
調
査 

自然景観、歴史
的・文化的景観 

対象事業実施区域周辺
９地点 
・母山集落 
・泉佐野丘陵緑地 
・大井関公園 
・ハイキングルート 
・雨山城跡 
・檀波羅公園 
・和田山 
・阪和道 
・関西空港自動車道 
(図1-10(8)参照) 

４季 
(１回/季) 

写真撮影 

対象事業実施区域若しくは
焼却施設が眺望できる可能
性がある地点の施設完成後
の変化を把握するため、対
象事業実施区域周辺の代表
的な住宅地、公園、高速道
路の路線上等で調査を実施
する。 

廃棄物、発生土 

既
存
資
料
調
査 

廃棄物の発生量 対象事業実施区域 
入手可能
な最新資
料 

・｢大阪府の一般
廃棄物｣(大阪府) 
･｢大阪府産業廃棄
物処理実態調査報
告書｣(大阪府) 
･｢建設副産物実態
調査 ｣ (国土交通
省)等 

対象事業計画地周辺の廃棄
物の発生状況及びリサイク
ル状況を把握するため、既
存資料を収集する。 

地球環境 

既
存
資
料
調
査 

温室効果ガス等
の発生に係る活
動量 

対象事業実施区域 
入手可能
な最新資
料 

･ ｢大阪府環境白
書｣(大阪府)等 

対象事業計画地周辺におけ
る温室効果ガスの削減状況
を把握するため既存資料を
収集する。 
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 1 

図１－10（１） 現地調査地点（大気質） 2 

（方法書から引用） 3 
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 1 

図１－10（２） 現地調査地点（水質） 2 

（事業者提出資料） 3 
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 1 

図１－10（３） 現地調査地点（騒音・振動・低周波音） 2 

（方法書から引用） 3 
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 1 

図１－10（４） 現地調査地点（悪臭） 2 

（方法書から引用） 3 
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 1 

図１－10（５） 現地調査地点（陸生動物） 2 

（事業者提出資料） 3 
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 1 

図１－10（６） 現地調査地点（淡水生物） 2 

（事業者提出資料） 3 
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 1 

図１－10（７） 現地調査地点（陸生生態系） 2 

（事業者提出資料） 3 
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 1 

図１－10（８） 現地調査地点（景観・人と自然との触れ合い活動の場） 2 

（事業者提出資料） 3 

4 
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５ 予測の手法 1 

 選定した各評価項目について、施設の存在及び供用時についての予測を表１-８のとお2 

り、工事の実施についての予測を表１-９のとおり行うとしている。 3 

 4 

表１-８（１） 予測の内容（施設の存在・供用時） 5 

予測項目 予測事項 予測方法 
予測方法の選定

理由 
予測地域・
地点 

予測対象
時期 

大気質 

煙
突
排
出
ガ
ス 

二酸化硫
黄、二酸
化窒素、
浮遊粒子
状物質、
塩化水素 

年平均濃
度 
1時間濃度 

(年平均値) 
｢窒素酸化物総量規制マニュアル
(新版)｣(平成12年)に示されたプ
ルーム・パフモデルを基本とし
た大気拡散モデルによる計算を
行い、周辺地域での寄与濃度及
び環境濃度を予測する。 
 
(1時間値) 
一般的な気象条件として比較的
高濃度が生じやすい気象条件
時、年間出現頻度が最も高い気
象条件時を設定し、寄与濃度と
環境濃度を予測する。 
特殊気象条件として、上層逆転
層出現時、接地逆転層崩壊時、
ダウンウォッシュ出現時等につ
いて、｢窒素酸化物総量規制マニ
ュアル(新版)等に示されたモデ
ル等により、計算を行い、寄与
濃度及び環境濃度を予測する。 

煙突排出ガスの
影響予測に一般
的に用いられて
いる手法を採用
した。 
 

対象事業実
施区域周辺 

施設の稼
働が最大
になる時
期 

水銀、 
ダイオキ
シン類 

年平均濃
度 

施設関
連車両
排出ガ
ス 

二酸化窒
素、浮遊
粒子状物
質 

年平均濃
度 

｢道路環境影響評価の技術手法
(平成24年度版)(国土交通省国土
技術政策総合研究所)に示された
方法 

車両排ガスの影
響予測に一般的
に用いられてい
る手法を採用し
た。 

施設関連車
両の主要走
行ルート沿
道 

騒音 

施設の稼働に伴う
施設騒音 

施設稼働
騒音 

騒音の伝搬計算式による数値計
算 

施設騒音の影響
予測に一般的に
用いられている
手 法 を 採 用 し
た。 

対象事業実
施区域の敷
地境界及び
近傍の住宅
地 

施設の稼
働が最大
になる時
期 施設関連車両の走

行に伴う道路交通
騒音 

道路交通
騒音 

日本音響学会による道路交通騒
音予測式(ASJ RTN-Model 2018) 

道路交通騒音の
影響予測に一般
的に用いられて
いる手法を採用
した。 

施設関連車
両の主要走
行ルート沿
道 

振動 

施設の稼働に伴う
施設振動 

施設稼働
振動 

振動の伝搬計算式による数値計
算 

施設振動の影響
予測に一般的に
用いられている
手 法 を 採 用 し
た。 

対象事業実
施区域の敷
地境界及び
近傍の住宅
地 

施設の稼
働が最大
になる時
期 施設関連車両の走

行に伴う道路交通
振動 

道路交通
振動 

｢道路環境影響評価の技術手法
(平成24年度版)(国土交通省国土
技術政策総合研究所)に示された
方法 

道路交通振動の
影響予測に一般
的に用いられて
いる手法を採用
した。 

施設関連車
両の主要走
行ルート沿
道 

（方法書から引用） 6 
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表１-８（２） 予測の内容（施設の存在・供用時） 1 

予測項目 予測事項 予測方法 
予測方法の選定

理由 
予測地域・ 
地点 

予測対象 
時期 

低周波音 

施設の稼働に伴
う低周波音 

低周波音の音
圧レベル 

既存類似例による方法
もしくは距離減衰によ
る数値計算 

低周波音の影響
予測に一般的に
用いられている
手 法 を 採 用 し
た。 

対象事業実施区
域の敷地境界及
び近傍の住宅地 

施設の稼
働が最大
になる時
期 

悪臭 

施設の稼働に伴
う悪臭の漏洩 

悪臭の程度 
既存類似例による定性
的予測 

悪臭の漏洩の予
測に一般的に用
いられている定
性的な手法を採
用した。 

対象事業実施区
域の敷地境界 

施設の稼
働が最大
になる時
期 

煙突からの悪臭
物質の排出 

臭気指数 

｢煙突排出ガスの予測方
法｣で示した大気拡散計
算に、評価時間の補正
及び悪臭防止法施行規
則第6条の2に示された
物質濃度から臭気指数
への修正を加える方法 

臭気指数予測に
一般的に用いら
れている手法を
採用した。 

対象事業実施区
域周辺 

人と自然との触れ合いの活動の場 

人と自然との触
れ合いの活動の
場の利用環境の
変化 

利用環境の変
化の程度 

類似事例等に基づく推
定 

人と自然との触
れ合いの活動の
場の影響予測に
一般的に用いら
れている手法を
採用した。 

・泉佐野丘陵 
緑地 
・ハイキング 
ルート 

施設の完
成時期 

景観 

施設の存在に伴
う自然景観及び
歴史的・文化的
景観の変化 

代表的な眺望
地点からの眺
望の変化 

フォトモンタージュの
作成 

視覚的にその変
化を把握しやす
い手法とした。 

・母山集落 
・泉佐野丘陵緑
地 
・大井関公園 
・ハイキング 
ルート 
・雨山城跡 
・壇波羅公園 
・和田山 
・阪和道路線上 
・関西空港 
自動車道 

施設の完
成時期 

廃棄物、発生土 

焼却施設等の稼
働に伴い発生す
る廃棄物 

廃 棄 物 の 種
類、発生量、
再生利用量、
最終処分量等 

既存類似例等を考慮
し、事業計画及び原単
位により予測する方法 

廃棄物の予測に
即して一般的に
用いられている
手 法 を 採 用 し
た。 

対象事業実施区
域 

施設の稼
働が最大
になる時
期 

地球環境 

焼却施設等の稼
働及び施設関連
車両の走行に伴
い排出される温
室効果ガス 

温室効果ガス
の排出量 

既存類似例等を考慮
し、事業計画及び原単
位により予測する方法 

温室効果ガスの
予測に即して一
般的に用いられ
ている手法を採
用した。 

対象事業実施区
域 

施設の稼
働が最大
になる時
期 

※ 事業者提出資料をもとに作成。 2 

方法書の記載内容の見直しが行われた事項に網掛けを施した。 3 

4 
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表１-９（１） 予測の内容（工事の実施時） 1 

予測項目 予測事項 予測方法 
予測方法の選定 

理由 
予測地
域・地点 

予測対象 
時期 

大気質 

排
出
ガ
ス 

建
設
機
械 

二 酸 化 硫
黄、二酸化
窒素、浮遊
粒子状物質 

年平均濃度 

｢窒素酸化物総量規制マニュ
アル(新版)｣(平成12年)に示
されたプルーム・パフモデ
ルを基本とした大気拡散モ
デルによる計算 

建設機械排ガスの
影響予測に一般的
に用いられている
手法を採用した。 

対象 事業
実施 区域
周辺 

工事期間中
で大気汚染
物質の排出
量が最大と
なる年次 

排
出
ガ
ス 

工
事
関
連
車
両 

二 酸 化 窒
素、浮遊粒
子状物質 

年平均濃度 

｢道路環境影響評価の技術手
法(平成24年度版)(国土交通
省国土技術政策総合研究所)
に示された方法 

車両排ガスの影響
予測に一般的に用
いられている手法
を採用した。 

工事 関連
車両 の主
要走 行ル
ート沿道 

粉じん 
粉じんの飛散
の有無 

｢廃棄物処理施設生活環境影
響調査指針｣(環境省2006年)
に示された気象庁のビュー
フォート風力階級表に基づ
く粉じんの舞い上がり頻度
を予測する方法 

粉じんの影響予測
に一般的に用いら
れる手法を採用し
た。 

対象 事業
実施 区域
周辺 

水質 

雨水の排水に伴う
水の濁り 

浮遊物質量 
完全混合式等による定量予
測 

水質の影響予測に
一般的に用いられ
ている手法を採用
した。 

放流 河川
(京上川 )
及び 下流
河川(樫井
川) 

工事期間中
で水質汚濁
物質の排出
量が最大と
なる時期 

騒音 

建設作業騒音 建設作業騒音 
騒音の伝搬計算式による数
値計算 

建設作業騒音の影
響予測に一般的に
用いられている手
法を採用した。 

対象 事業
実施 区域
の敷 地境
界 工事による

影響が最大
になる時期 

工事関連車両の走
行に伴い発生する
道路交通騒音 

道路交通騒音 
日本音響学会による道路交
通 騒 音 予 測 式 (ASJ RTN-
Model 2018) 

道路交通騒音の影
響予測に一般的に
用いられている手
法を採用した。 

工事 関連
車両 の主
要走 行ル
ート沿道 

振動 

建設作業振動 建設作業振動 
振動の伝搬計算式による数
値計算 

建設作業振動の影
響予測に一般的に
用いられている手
法を採用した。 

対象 事業
実施 区域
の敷 地境
界 工事による

影響が最大
になる時期 工事関連車両の走

行に伴う道路交通
振動 

道路交通振動 

｢道路環境影響評価の技術手
法(平成24年度版)(国土交通
省国土技術政策総合研究所)
に示された方法 

道路交通振動の影
響予測に一般的に
用いられている手
法を採用した。 

工事 関連
車両 の主
要走 行ル
ート沿道 

※ 事業者提出資料をもとに作成。 2 
方法書の提出後に自主的に予測を行うこととされた土地区画整理事業に係る事項に下線を付した。 3 

4 
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表１-９（２） 予測の内容（工事の実施時） 1 

予測項目 予測事項 予測方法 
予測方法の選定 

理由 
予測地域・地

点 
予測対象 
時期 

陸域生態系 

造成工事、建設機
械の稼働及び工事
関連車両の走行に
伴う生息・生育環
境の変化 

陸生動物･水生
生物･陸域生態
系の生息・生
育環境の変化
の程度 

陸生動物･水生生物･陸域
生態系に影響を及ぼす環
境の変化を勘案し、既存
類似例、文献などを参考
にして予測する方法 

造成工事、建設機
械の稼働及び工事
関連車両の走行に
伴う陸生動物・陸
域生態系の生息・
生育環境の変化を
予測できる手法を
採用した。 

対象事業実施
区域周辺 

工事期間中 

人と自然との触れ合いの活動の場 

人と自然との触れ
合いの活動の場の
利用環境の変化 

利用環境の変
化の程度 

類似事例等に基づく推定 

人と自然との触れ
合いの活動の場の
影響予測に一般的
に用いられている
手法を採用した。 

・泉佐野丘陵
緑地 
・ハイキング 
ルート 

工事期間中 

文化財 

対象事業等を実施
しようとする地域
及び関連地域内の
埋蔵文化財の改変
の程度 

埋蔵文化財の
改変の程度 

埋蔵文化財の分布状況及
び対象事業等の計画内容
により予測する方法 

工事の実施に伴う
埋蔵文化財の改変
の程度を予測でき
る方法を採用し
た。 

対象事業実
施区域周辺 

工事による
影響が最大
になる時期 

廃棄物、発生土 

工事の実施に伴い
発生する廃棄物 

廃 棄 物 の 種
類、発生量、
再生利用量(自
ら 利 用 す る
量、外部委託
量)、処理量及
び最終処分量
等 

建設工事による廃棄物は
既存類似例等を考慮し、
事業計画及び原単位によ
り予測する方法 

廃棄物の予測に即
して一般的に用い
られている手法を
採用した。 

対象事業実施
区域 

工事期間中 

地球環境 

建設機械の稼働及
び工事関連車両の
走行に伴い排出さ
れる温室効果ガス 

温室効果ガス
の排出量 

既存類似例等を考慮し、
事業計画及び原単位によ
り予測する方法 

温室効果ガスの予
測に即して一般的
に用いられている
手法を採用した。 

対象事業実施
区域 

工事による
影響が最大
になる時期 

※ 事業者提出資料をもとに作成。 2 

 方法書の提出後に自主的に予測を行うこととされた土地区画整理事業に係る事項に下線を付した。 3 

4 
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６ 評価の手法 1 

環境項目ごとに設定した「評価の指針」に従って評価を行うとしており、基本的な考え2 

方は次のとおりとしている。 3 

① 環境への影響を最小限にとどめるよう環境保全について配慮されていること 4 

② 環境基準並びに環境基本計画及び大阪府環境総合計画等に定める目標の達成と維持5 

に支障を及ぼさないこと 6 

③ 環境関連法令等に定める規制基準等に適合すること 7 

8 
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Ⅱ 検討結果 1 

 2 

１ 全般的事項 3 

 4 

（１）主な住民意見等 5 

（住民意見） 6 

○立地選定について 7 

・ 新ごみ処理施設建設を想定している場所が現在大阪府営公園泉佐野丘陵緑地東地区の8 

公園用地であることを明記すべきである。また、公園用地を産業用地に変更する記載が9 

なく、その手続について触れていない。 10 

・ 施設の位置を当初計画の泉佐野丘陵緑地に隣接する泉佐野市の土地から泉佐野丘陵緑11 

地の東地区に変更することは自然環境や文化・景観に大きな影響を与えるものであり、12 

その影響を軽減するため建設予定地の見直しを求めたい。建設予定地について、環境影13 

響を比較のため他の案も提示すべきである。 14 

・ 泉佐野市田尻町清掃施設組合の「新ごみ処理施設整備基本計画」（令和３年３月）に15 

おいて「地形は山地であり、地形勾配が急である」等と記載されている地理的条件の場16 

所が第１候補地に選定されたことが理解しにくい。 17 

・ ３次選定評価一覧において、「上之郷・日根野」が３位、「日根野」が４位とされ、18 

「造成工事の施工性」の評価が低い「上之郷」を第１候補に選定したことについて、設19 

定条件の説明が乏しく明瞭でない。 20 

・ ３次選定評価において「土地取得の実現性」の評価が◎となっているが、令和３年３21 

月の「位置図」から大阪府保有の丘陵緑地公園用地（東地区）と重なる位置に事業計画22 

地が変更されている。府が公園予定地を譲渡する方針なのか問われる。 23 

・ 事業計画地が令和３年に出された「新ごみ処理施設整備基本計画」において設置場所24 

となっていた丘陵緑地東地区の東側隣接泉佐野市所有地から大阪府営泉佐野丘陵緑地の25 

東地区に変更されたことにより、緑が多い丘陵緑地東地区が公園でなくなり自然保全エ26 

リアが減少することを危惧する。 27 

・ 泉佐野丘陵緑地は 19 番目の府営公園であり、府民･企業･行政等が協働して新しい公28 

園づくりをすることとなり、府議会で都市公園として整備することが決定されて、今も29 

創り続けている公園である。 30 

・ 泉佐野市は泉佐野丘陵緑地の東西地区の産業集積用地への変更を大阪府に要請してい31 

るが、用地変更は決まっていない。なぜ大阪府は泉佐野丘陵緑地東地区に新ごみ処理施32 

設を設置する前提で環境アセスメントを実施するのか説明を求める。 33 

・ 既に決定している大阪府の泉佐野丘陵緑地を泉佐野市の産業集積用地に変更する理由34 
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はない。 1 

○ごみ収集車の走行経路について 2 

・ ごみ収集車の運行ルートについて、施設入口は山地段丘の縁を通る道路であり、渋滞3 

すると思われる。 4 

○その他 5 

・ 大阪府の一人当たりの都市公園面積は全国で最低であり、大阪南部は府民の憩いの場6 

となる公園が少ないことを配慮頂きたい。 7 

・ ごみ処理施設の建設の前に行う土地区画整理事業はアセスの対象外で、泉佐野市にお8 

いて独自の環境調査を実施し、その結果に基づき可能な範囲において環境配慮を行って9 

いくとされているが、土地区画整理事業と本事業は一体のものと考え、方法書作成時点10 

からの改変に伴う影響評価を行うべきである。 11 

 12 

（調査対象市町長意見） 13 

・ 周辺地域に居住する住民に対しては、工事の実施及び施設の供用に際して十分意見交14 

換を行う場を設け、積極的な情報公開を行うなど、合意を図りながら安心・安全な施設15 

づくりに努めること。 16 

 17 

（２）検討結果 18 

（事業計画） 19 

・ 施設組合は田尻町内で昭和 61 年４月から、熊取町は平成４年４月から焼却施設を稼20 

働しており、いずれも老朽化が進んでいることから、泉佐野市内に新たに焼却施設を設21 

置し、併せて破砕・選別施設及び保管施設を設置する計画としている。 22 

・ 「新ごみ処理施設整備基本構想（泉佐野市、田尻町、熊取町）平成 31 年３月」及び23 

「新ごみ処理施設整備基本計画（泉佐野市、田尻町、熊取町）令和３年３月」において24 

施設整備に係る基本方針を次のとおり定めている。 25 

  ①周辺環境にやさしい施設、②ごみを安全・安定的に処理できる施設、③ごみのもつ26 

エネルギーを最大限活用する施設、④循環型社会に寄与する施設、⑤災害に強い施設、27 

⑥経済性に優れた施設 28 

 29 

ア 立地選定 30 

・ 立地場所の選定については、３段階の検討を行ったとしている。 31 

・ １次選定では①地形特性等の地理的条件、②住宅の密集状況、③周辺の保全対象施設32 

の状況、④周辺道路の状況を評価項目として 10 か所を選定し、２次選定では①地形特33 

性等の地理的条件、②現状の土地利用の状況、③用水の利用状況、④周辺の住居及び公34 



- 39 - 

 

共施設等の状況や水道水源の分布、⑤周辺道路の状況、⑥土地取得の実現性等を評価項1 

目として４か所に絞り込み、３次選定では２次選定の評価項目に①活断層の状況、②概2 

算工事費用、③候補地までの収集運搬効率、④災害廃棄物の受入れを考慮した拡張性を3 

加えて評価して表２－１に示す選定結果を得たとしている。 4 

・ ３次選定において「上之郷」を第１候補地に選定した後、その土地を含む旧泉佐野コ5 

スモポリス計画用地において泉佐野市による土地区画整理事業が実施されることとなっ6 

たことから、その事業区域内において周辺環境及び概算工事費等を考慮し住民の意見を7 

反映した上で方法書で示された対象事業実施区域に変更したとしている。 8 

・ 対象事業実施区域について、上記の選定時と同様の評価を行った場合の結果について9 

事業者に確認したところ、当該地は資料２－１に示すとおり３次選定における第一候補10 

地である「上之郷」と一部重なる位置関係にあり、周辺の状況等は「上之郷」と同様で11 

あるため、「上之郷」と同等に評価されるとのことであった。 12 

・ 土地区画整理事業後の対象事業実施区域の用途地域の指定について事業者に確認した13 

ところ、現在の市街化調整区域を継続し、準工業地域と同等の地区計画が定められる見14 

込みとのことであった。 15 

・ また、公園用地を産業用地に変更することによる公園の面積の減少についての見解に16 

ついて事業者に確認したところ、泉佐野市において「みどりの基本計画」の基本方針に17 

基づき、日常的な市民生活や企業の経済活動等の場面において、公園や道路・まちなみ、18 

水辺の植栽等、生活を豊かにするような水辺とみどりある空間を整備・誘導していくと19 

のことであった。 20 

21 
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表２-１ ３次選定結果 1 

位   置 りんくう往来北 上之郷･日根野 日根野 上之郷 

地理条件 
敷 地 面 積 △ ○ ◎ ◎ 

地 形 特 性 ◎ ◎ △ ○ 

土地利用 ○ ○ ◎ ◎ 

用役条件 用 水 利 用 ◎ ○ △ ○ 

周辺環境 

周 辺 民 家 等 △ △ ○ ○ 

公 共 施 設 等 △ ◎ △ ◎ 

水 道 水 源 の 
分 布 

◎ ◎ △ ◎ 

周辺道路 
取 付 道 路 の 
施工性、取付道路
延 長 

△ ○ △ ◎ 

その他 

そ の 他 の 
法 規 制 

◎ △ ○ △ 

活 断 層 等 ◎ ◎ ◎ ◎ 

土 地 取 得 の 
実 現 性 

○ △ ◎ ◎ 

造 成 工 事 の 
施 工 性 

◎ ○ △ ○ 

概算工事費 ◎ ○ ○ ○ 

収集運搬効率 ○ ◎ △ ○ 

拡張性 △ △ △ ◎ 

総合順位(◎3,○2,△1点) 2 3 4 1 

（方法書から引用） 2 

 3 

（事業者提出資料）        4 
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 イ 焼却方式 1 

・ 施設組合は焼却方式について、学識経験者等で構成する「新ごみ処理施設の処理方式2 

等検討委員会」において検討したとしている。 3 

・ 検討に当たってはまず、「ストーカ式」、「流動床式」、「ガス化溶融式」、「メタン発4 

酵・焼却ハイブリッド式」、「ＲＤＦ化」を対象に、①安全性・安定性、②経済性、③処5 

理残渣の処分について比較評価を行い、「ストーカ式」及び「メタン発酵・焼却ハイブ6 

リッド式」を１次選定している。 7 

・ 続く２次選定によって、地域のごみ質の特性や分別収集・運搬の体制及び設備の維持8 

管理等の観点から「ストーカ式」を選定したとしている。 9 

・ 各焼却方式について環境の保全の観点からの優劣について事業者に確認したところ、10 

排出ガスその他の生活環境への影響及び焼却残渣の処分等について比較した結果が資料11 

２－２により示された。 12 

 13 

ウ 施設規模 14 

・ 現行の焼却施設の処理能力は、施設組合が 240 トン/日、熊取町が 61.5 トン/日、合15 

計 301.5トン/日であるのに対し、新焼却施設では 240トン/日とする計画としている。 16 

・ 将来のごみ排出量の推計は、３市町におけるごみ排出量の実績値をもとに１人１日当17 

たりの排出量を推計式により算出し、これに将来予測人口を乗じて算出したとしている。 18 

・ １人１日当たりの排出量の推計方法について事業者に確認したところ、平成 26 年度19 

から令和元年度までの６年間のごみ排出量の実績値をもとにトレンド予測を実施した上20 

で相関係数等を考慮した精査を行い推計式を作成したとのことであった。 21 

・ 将来予測人口の設定根拠について事業者に確認したところ、国立社会保障・人口問題22 

研究所の「日本の地域別将来推計人口」による最新の将来予測人口を用いたとのことで23 

あった。 24 

・ 新焼却施設の処理能力は、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版(社団法25 

人全国都市清掃会議、財団法人廃棄物研究財団)」に基づき、上記により将来のごみ排26 

出量を設定した上で、焼却施設の稼働率、災害廃棄物の処理に要する処理能力及び泉佐27 

野市における観光業由来の事業系可燃ごみの増加を考慮して設定したとしている。 28 

 29 

 エ 煙突高さ 30 

・ 新焼却施設の煙突高さは 59ｍとする計画としている。 31 

・ 煙突高さを 59ｍに設定した理由について事業者に確認したところ、大気汚染の防止32 

の観点に加えて景観への影響の軽減及び 60ｍ以上の場合には航空法により航空障害灯33 

などの設置義務が生じることを勘案して決定したとのことであった。 34 
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 オ 車両運行計画 1 

・ ごみ収集車の主な走行経路は前述のとおり、搬入にあっては国道 170 号、国道 26 号、2 

府道泉佐野岩出線及び府道日根野羽倉崎線等を経て国道 481 号を経由し、収集にあって3 

はこれらの逆経路とする計画とし、直接搬入車両を含めた走行台数は１日当たり約 7104 

台（片道）と計画している。 5 

・ この走行台数は、令和元年度におけるごみ収集車 1 台当たりの平均積載重量の実績、6 

１日当たりの最大台数及び将来のごみ排出量を用いて推計した年間日最大運搬台数であ7 

るとしている。 8 

・ 焼却灰及び破砕・選別後の資源物等を搬出する車両の台数について方法書に記載され9 

ていなかったため事業者に確認したが、回答が示されなかった。 10 

・ また、土地区画整理事業の実施後に本事業以外を要因として発生する交通量は片道１11 

日当たり 610台であるとしている。 12 

・ ごみ収集車の走行時間帯について事業者に確認したところ、泉佐野市内では午前６時13 

から午後３時頃まで、田尻町内では午前８時から午後３時頃まで、熊取町内では午前７14 

時から午後１時頃までを想定しているとのことであった。 15 

・ ごみ収集車について収集方法及び積載の効率化により走行台数の削減に努めるととも16 

に、職員等の通勤時に公共交通機関の利用を呼びかけることにより交通量の抑制に努め17 

るとしている。 18 

・ 対象事業実施区域と国道 481 号の間の走行経路について事業者に確認したところ、土19 

地区画整理事業において土地区画整理事業予定区域の西側に進入路を整備するとのこと20 

であった。 21 

 22 

（複数案の比較） 23 

大阪府の「環境影響評価及び事後調査に関する技術指針」において方法書への記載を24 

求めている事業の位置又は規模等に関する複数案を環境の保全の観点から比較した結果25 

が適切に示されなかったことから、準備書において適切に記載する必要がある。 26 

 27 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 28 

・ 対象事業について、「水質・底質」、「地下水」、「地盤沈下」、「土壌汚染」、「日照阻害」、29 

「電波障害」、「気象」、「地象」、「水象」、「海域生態系」、「文化財」を評価項目に選定し30 

ていない。主な理由は表２-２のとおりであり、本事業の事業特性及び対象事業実施区31 

域周辺の地域特性を考慮すると、評価項目の選定について特に問題はないと考える。 32 

33 
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表２-２ 非選定項目及び理由 1 

評価項目 非選定理由 

水質・底質 施設の供用時の排水は公共用水域へ放流せず、下水道放流を行うため。 

地下水 
施設の供用時の排水は公共用水域へ放流せず、下水道放流を行うため。 

また、本事業で汚染物質が漏洩する可能性がないため。 

地盤沈下 
施設の供用時に地下水の汲み上げの可能性があるが、対象事業実施区域が花崗岩質

の丘陵地であり地盤沈下の懸念がないため。 

土壌汚染 土壌汚染の発生源の存在が履歴調査において確認されていないため。 

日照阻害 対象事業実施区域と最寄りの住居等の位置関係から日照阻害が想定されないため。 

電波障害 
送信所と対象事業実施区域の位置関係から、周辺住居等への電波障害が想定されな

いため。 

気象 
局地気象に大きな変化を及ぼすような地形の改変および高層構造の建築物がないた

め。 

地象 対象事業実施区域周辺に重要な地形・地質・土質が分布しないため。 

水象 
土地区画整理事業後の造成地での事業となるため、対象事業において河川・湖沼・

海域の水象に影響がないため。 

文化財 
対象事業区域には有形文化財が存在しない。埋蔵文化財が存在するが、本事業は土

地区画整理事業後の造成地での事業であるため。 

海域生態系 施設の供用時の排水は公共用水域へ放流せず、下水道放流を行うため。 

（方法書をもとに作成） 2 

（土地区画整理事業による造成工事について） 3 

・ 前述のとおり、本事業に先行して泉佐野市が実施する土地区画整理事業における造成4 

工事による環境への影響について、大阪府環境影響評価条例に基づく手続に併せて自主5 

的に調査、予測及び評価を実施するとしており、粉じん、水の濁り、陸域生態系（陸生6 

動物、陸生植物、淡水生物及び陸域生態系）及び埋蔵文化財をその評価項目に選定して7 

いる。 8 

・ これらの項目を選定した理由について事業者に確認したところ、土地区画整理事業の9 

事業計画の熟度が高くない段階においても調査等を行うことが可能であるためとのこと10 

であった。 11 

・ 一方、土地の安定性等についての地象、ため池等についての水象、廃棄物及び発生土、12 

大気質（粉じんを除く）、騒音及び振動については、環境への影響が生じるおそれがあ13 

ると考えられるが、自主的に調査、予測及び評価を行う項目に選定されていない。 14 

 15 

・ 本事業に先行して実施される土地区画整理事業については、大阪府環境影響評価条例16 

の手続の対象ではないが、本事業の事業計画の前提とされていることを踏まえ、事業者17 

においては土地区画整理事業の事業者と連携し、特に以下の点に留意して環境の保全に18 

適切に取り組むとともに、地域住民等への情報の提供に努めるべきである。 19 
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① 土地区画整理事業に係る評価項目に選定された環境項目については、その検討結果1 

において示した事項 2 

 3 

② 上記の評価項目に選定されなかった大気質、騒音、振動、地象（工事中を含む土地4 

の安定性等）、水象、景観、廃棄物及び発生土についても、重大な環境影響が生じる5 

おそれの程度を勘案し、調査等を実施した上で環境保全措置を検討すること。 6 

 7 

 8 

資料２-１ ３次選定による第１候補地と対象事業実施区域の位置関係 9 

 10 

（事業者提出資料） 11 



- 45 - 

 

 1 

 2 

3 

資
料
２
－
２

 
可
燃
ご
み
処
理
方
式
選
定
の
比
較
・
評
価
（
環
境
面
）

焼
却
・
溶
融

メ
タ
ン
ガ
ス
化

RD
F化

ス
ト
ー
カ
式

流
動
床
式

ガ
ス
化
溶
融
式

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
方
式
（
メ
タ
ン
発
酵

+焼
却
）

RD
F化
施
設
／

 R
PF
施
設

排
ガ
ス
の
有
害
物
質

◎
自
動
燃
焼
制
御
、
有
害
物
質
除
去
装
置
、
ろ
過
式
集

じ
ん
器
（
バ
グ
フ
ィ
ル
タ
）
等
に
よ
り
、
法
規
制
値
よ
り
厳

し
い
公
害
防
止
条
例
に
対
応
可
能
。

○
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
排
出
抑
制
に
つ
い
て
、
バ
グ
フ
ィ

ル
タ
等
に
よ
り
一
定
の
対
応
は
可
能
で
あ
る
が
、
燃
焼

制
御
に
つ
い
て
は
施
設
稼
働
実
績
が
少
な
く
安
定
性
に

欠
け
る
。

◎
ス
ト
ー
カ
式
燃
焼
方
式
に
同
じ
。

◎
メ
タ
ン
発
酵
設
備
か
ら
の
排
ガ
ス
（有
害
ガ
ス
）
の
排

出
は
な
く
、
後
段
の
焼
却
設
備
に
つ
い
て
は
、
左
記
の

焼
却
方
式
に
同
じ
で
あ
る
。

※
左
記
の
処
理
方
式
と
比
較
し
て
、
燃
焼
工
程
を
有
さ

な
い
（乾
燥
炉
の
み
）
た
め
に
、
評
価
対
象
と
し
な
い
。

排
ガ
ス
量

○
排
ガ
ス
量
は
、
ガ
ス
化
溶
融
と
比
べ
て
同
程
度
か
少

し
多
い
。
（空
気
比

1
.3
～

1
.5
程
度
）

○
排
ガ
ス
量
は
、
ガ
ス
化
溶
融
と
比
べ
て
同
程
度
か
少

し
多
い
。
（空
気
比

1
.3
～

1
.5
程
度
）

◎
低
空
気
比
運
転
に
よ
り
排
ガ
ス
量
は
少
な
い
。
（空

気
比

1.
3
程
度
）

◎
上
記
の
と
お
り
、
焼
却
設
備
規
模
を
単
純
焼
却
方
式

の
場
合
に
対
し
て
、
約

80
％
に
縮
小
可
能
で
あ
り
、
焼

却
処
理
量
を
メ
タ
ン
発
酵
（
分
解
）
に
よ
り
、
低
減
で
き
る

た
め
に
焼
却
排
ガ
ス
量
も
低
減
可
能
で
あ
る
。

※
左
記
の
処
理
方
式
と
比
較
し
て
、
燃
焼
工
程
を
有
さ

な
い
（乾
燥
炉
の
み
）
た
め
に
、
評
価
対
象
と
し
な
い
。

排
水
・
悪
臭
・
騒

音
・
振
動

◎
プ
ラ
ン
ト
排
水
に
つ
い
て
は
、
施
設
内
で
循
環
利
用

し
、
ク
ロ
ー
ズ
ド
（
無
放
流
）
と
す
る
こ
と
が
可
能
。
た
だ

し
、
発
電
効
率
の
向
上
の
た
め
に
は
循
環
利
用
を
せ
ず

に
下
水
道
放
流
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

悪
臭
に
つ
い
て
は
、
稼
働
時
に
ご
み
ピ
ッ
ト
の
悪
臭
空

気
を
燃
焼
空
気
と
し
て
使
用
し
、
酸
化
脱
臭
し
た
後
、
煙

突
か
ら
放
出
す
る
た
め
対
応
可
能
。
（
休
炉
時
は
活
性

炭
処
理
等
の
脱
臭
装
置
に
て
対
応
。
）

騒
音
・
振
動
に
つ
い
て
は
、
低
騒
音
機
器
の
採
用
、
独

立
基
礎
、
防
音
壁
、
サ
イ
レ
ン
サ
ー
等
に
よ
り
対
応
可

能
。

◎
同
左

○
悪
臭
・
騒
音
・
振
動
に
つ
い
て
は
、
焼
却
方
式
と
同
等

で
あ
る
が
、
排
水
に
つ
い
て
は
、
ス
ラ
グ
冷
却
の
た
め
に

水
冷
式
が
多
く
採
用
さ
れ
て
お
り
、
冷
却
水
を
使
用
す
る

こ
と
か
ら
排
水
処
理
量
が
大
き
く
な
る
。

○
単
純
焼
却
方
式
に
対
し
て
、
メ
タ
ン
発
酵
設
備
分
の

駆
動
設
備
が
追
加
さ
れ
、
機
器
ア
イ
テ
ム
が
増
加
す
る

こ
と
と
な
る
が
、
特
に
大
き
な
騒
音
・
振
動
を
発
生
さ
せ

る
機
器
は
な
い
。

ま
た
、
排
水
や
悪
臭
の
環
境
負
荷
が
増
加
す
る
要
素

は
な
い
。

△
排
水
の
発
生
は
左
記
処
理
方
式
よ
り
少
な
く
、
騒
音
・

振
動
に
つ
い
て
は
左
記
処
理
方
式
よ
り
駆
動
設
備
が

少
な
い
た
め
、
環
境
負
荷
は
小
さ
い
。

悪
臭
に
関
し
て
は
、
乾
燥
工
程
か
ら
発
生
す
る
臭
気
や

R
D

F
製
造
後
の
保
管
施
設
か
ら
の
発
生
に
よ
る
負
荷

が
大
き
い
（稼
働
し
て
い
た
既
往
施
設
も
臭
気
問
題
で

休
止
・廃
止
し
て
い
る
施
設
が
多
い
）。

最
終
処
分
量
の
減
量

化

△
主
灰
・
飛
灰
は
ご
み
処
理
量
あ
た
り
約

1
2
％
で
あ

る
。
（内
訳
は
、
主
灰
が
約

8％
、
キ
レ
ー
ト
を
含
む
搬
出

飛
灰
量
が
約

4％
で
あ
る
。
）

△
主
灰
・
飛
灰
は
ご
み
処
理
量
あ
た
り
約

1
2
％
で
あ

る
。
（内
訳
は
、
主
灰
が
約

3％
、
キ
レ
ー
ト
を
含
む
搬
出

飛
灰
量
が
約

9％
で
あ
る
。
）

○
焼
却
主
灰
は
、
さ
ら
に
溶
融
処
理
に
よ
り
、
ご
み
処

理
量
あ
た
り
ス
ラ
グ
発
生
率
約

7%
、
溶
融
飛
灰
発
生
率

約
４
％

(固
化
灰
）
と
な
る
。

よ
っ
て
、
ス
ラ
グ
を
最
終
処
分
し
な
い
場
合
、
キ
レ
ー
ト
を

含
む
搬
出
溶
融
飛
灰
量
は
、
ご
み
処
理
量
あ
た
り
約

4％
と
な
る
た
め
、
左
記
の
焼
却
方
式
よ
り
大
幅
に
低
減

さ
れ
る
。

△
基
本
的
に
は
、
単
純
焼
却
方
式
と
同
等
で
あ
る
。
（
発

酵
に
不
適
な
発
酵
不
適
物
、
発
酵
残
さ
、
及
び
メ
タ
ン
発

酵
設
備
（
脱
水
設
備
等
）
か
ら
の
排
水
処
理
汚
泥
が
発

生
す
る
が
、
焼
却
設
備
に
リ
タ
ー
ン
し
焼
却
処
理
す
る
た

め
に
焼
却
残
渣
量
の
発
生
は
同
等
と
な
る
。
）

※
左
記
の
処
理
方
式
と
比
較
し
て
、
燃
焼
工
程
を
有
さ

な
い
（乾
燥
炉
の
み
）
た
め
に
、
焼
却
残
渣
は
発
生
し
な

い
。
ま
た
左
記
処
理
方
式
と
同
様
に
処
理
対
象
物
を
可

燃
物

10
0
%と
す
れ
ば
、
処
理
後
残
渣
（
Ｒ
Ｄ
Ｆ
化
不
適

物
）
は
発
生
し
な
い
。

R
D

F
利
用
の
焼
却
工
程
は
、
別
施
設
で
行
う
こ
と
と
な

り
、
左
記
処
理
方
式
と
は
異
な
る
こ
と
か
ら
、
評
価
対
象

と
し
な
い
。

評
価
（
１
）

◎
３
点
、
○
２
点
、
△
１
点

◎
２
つ
、
○
１
つ
、
△
１
つ

合
計
＝
９
点

◎
１
つ
、
○
２
つ
、
△
１
つ

合
計
＝
８
点

◎
２
つ
、
○
２
つ
、
△
な
し

合
計
＝
１
０
点

◎
２
つ
、
○
１
つ
、
△
１
つ

合
計
＝
９
点

◎
な
し
、
○
な
し
、
△
１
つ
、

評
価
項
目
数
補
正
に
よ
り
合
計
＝

4
点

建
築
面
積
（
工
場
棟

部
分
面
積
）

及
び
必
要
用
地
面
積

○
建
築
面
積
・用
地
面
積
は
、
ガ
ス
化
溶
融
と
比
べ
て

小
さ
い
。

○
同
左

△
建
築
面
積
・用
地
面
積
は
、
溶
融
設
備
分
が
焼
却
と

比
べ
て
大
き
い
。

△
焼
却
設
備
の
ほ
か
に
メ
タ
ン
発
酵
設
備
部
分
が
工

場
棟
建
屋
屋
外
部
に
配
置
す
る
た
め
に
プ
ラ
ン
ト
部
分

全
体
の
設
置
面
積
は
、
単
純
焼
却
方
式
に
比
べ
て
大

き
く
な
る
。
よ
っ
て
、
建
築
面
積
・
用
地
面
積
は
、
焼
却

方
式
と
比
べ
て
大
き
い
。

○
左
記
処
理
方
式
に
比
べ
て
、
受
入
ご
み
ピ
ッ
ト
は
同

等
で
あ
る
が
、
工
場
棟
施
設
に
は
煙
突
も
な
く
施
設
は

比
較
的
コ
ン
パ
ク
ト
で
あ
る
が
、
廃
棄
物
処
理
の
減
容

効
果
が
少
な
い
た
め
に
処
理
後
の
製
造

R
D

F
保
管
施

設
の
面
積
が
必
要
と
な
る
。

よ
っ
て
、
建
築
面
積
・
用
地
面
積
は
、
焼
却
方
式
と
比
べ

て
や
や
小
さ
く
な
る
。

工
場
棟
施
設
の
建
屋

容
積
規
模

（
建
築
面
積
×
建
屋

高
さ
）

○
建
屋
容
積
規
模
は
、
ガ
ス
化
溶
融
と
比
べ
て
小
さ

い
。

○
同
左

△
建
屋
容
積
規
模
は
、
溶
融
設
備
分
が
焼
却
と
比
べ

て
大
き
い
。

△
建
屋
容
積
規
模
は
、
メ
タ
ン
発
酵
設
備
分
が
焼
却
と

比
べ
て
大
き
い
。

○
上
記
の
と
お
り
、
工
場
棟
の
階
高
も
比
較
的
低
く
、
煙

突
は
な
く
（乾
燥
炉
の
排
気
口
は
付
帯
す
る
）
、
左
記
処

理
方
式
に
比
べ
て
全
体
的
に
は
コ
ン
パ
ク
ト
と
な
る
。

景
 
観

○
建
屋
容
積
規
模
や
煙
突
高
さ
な
ど
は
、
建
屋
容
積
規

模
が
ガ
ス
化
溶
融
と
比
べ
て
小
さ
く
、
遠
景
に
よ
る
視
認

性
は
低
く
、
近
景
に
よ
る
圧
迫
感
も
比
較
的
少
な
い
。

○
同
左

○
建
屋
容
積
規
模
や
煙
突
高
さ
な
ど
は
、
建
屋
容
積
規

模
が
焼
却
と
比
べ
て
大
き
く
、
遠
景
に
よ
る
視
認
性
が

や
や
高
く
な
り
、
近
景
に
よ
る
圧
迫
感
も
や
や
大
き
く
な

る
傾
向
が
あ
る
。

○
建
屋
容
積
規
模
や
煙
突
高
さ
な
ど
は
、
建
屋
容
積
規

模
が
焼
却
と
比
べ
て
大
き
く
、
遠
景
に
よ
る
視
認
性
が

や
や
高
く
な
り
、
近
景
に
よ
る
圧
迫
感
も
や
や
大
き
く
な

る
傾
向
が
あ
る
。

○
上
記
の
と
お
り
、
煙
突
高
さ
（
焼
却
施
設
等
で
は
一
般

的
に
は

5
0ｍ
以
上
が
多
い
）が
発
生
せ
ず
、
か
つ
建
屋

容
積
規
模
が
小
さ
い
た
め
に
、
左
記
の
焼
却
施
設
を
含

む
処
理
方
式
に
比
べ
て
、
遠
景
に
よ
る
視
認
性
は
低
く

な
り
、
近
景
に
よ
る
圧
迫
感
も
や
や
小
さ
く
な
る
傾
向
が

あ
る
。

評
価
（
２
）

◎
３
点
、
○
２
点
、
△
１
点

◎
な
し
、
○
３
つ
、
△
な
し

合
計
＝
６
点

◎
な
し
、
○
３
つ
、
△
な
し

合
計
＝
６
点

◎
な
し
、
○
１
つ
、
△
２
つ

合
計
＝
４
点

◎
な
し
、
○
１
つ
、
△
２
つ

合
計
＝
４
点

◎
な
し
、
○
３
つ
、
△
な
し

合
計
＝
６
点

１
５
点

１
４
点
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２ 大気質 1 

 2 

（１）主な住民意見等 3 

（住民意見） 4 

・ なし 5 

 6 

（調査対象市町長意見） 7 

・ ごみ焼却施設の移転により、田尻町から排出されるごみの運搬距離が延びることと8 

なるため、大気質への影響を適切に調査・予測されたい。 9 

 10 

（２）検討結果 11 

（事業計画） 12 

・ ごみ処理施設の排出ガスの計画目標値は、ばいじん 0.01g/Nm3 以下、窒素酸化物13 

50ppm 以下、硫黄酸化物 50ppm 以下、塩化水素 30ppm 以下、水銀 30μg/Nm3以下、ダ14 

イオキシン類 0.1ng-TEQ/Nm3以下としている。 15 

・ 計画目標値は、施設組合の既存処理施設や近隣焼却施設での公害防止基準値の設定16 

状況を勘案して設定したとしている。 17 

・ 周辺の地域の大気質への影響を可能な限り低減する観点から、近年の大気汚染防止18 

技術の動向等を踏まえて煙突排出ガスの諸元とすべき濃度を精査し、準備書にその根19 

拠を含めて記載する必要がある。 20 

 21 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 22 

・ 施設の稼働及びごみ収集車等の走行、施設の建設工事、工事関連車両の走行を環境23 

影響要因に選定している。 24 

・ 施設の稼働については「二酸化硫黄」、「浮遊粒子状物質」、「二酸化窒素」、「ダイオ25 

キシン類」、「塩化水素」及び「水銀」を、施設の建設工事並びにごみ収集車等及び工26 

事関連車両の走行については「浮遊粒子状物質」及び「二酸化窒素」を選定し、土地27 

区画整理事業における造成工事について自主的に調査等を行う項目として「粉じん」28 

を選定している。 29 

・ 建設工事、ごみ収集車及び工事関連車両の走行を要因とする二酸化硫黄については、30 

燃料中に含まれる硫黄分が少なく、排気ガス中に含まれる二酸化硫黄による大気質へ31 

の影響は想定されないとして選定していない。 32 

・ 揮発性有機化合物については、炉内で分解されるため排出ガス中にはほとんど含ま33 

れず、車両等の燃料に含まれるベンゼンも少量であるとして選定していない。 34 
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・ 光化学オキシダントについては、生成原因物質のうち揮発性有機化合物は煙突排出1 

ガス中にほとんど含まれず、窒素酸化物については別に評価項目に選定していること2 

から選定していない。 3 

・ 微小粒子状物質については、予測・評価を行うための知見が不足しているとして選4 

定していない。 5 

 6 

（調査の手法） 7 

・ 対象事業実施区域周辺の４地点において二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、窒素酸化物、8 

ダイオキシン類、塩化水素及び水銀の測定を行うとともに、主要な走行経路沿道の３9 

地点において窒素酸化物及び浮遊粒子状物質の測定を行うとしている。 10 

・ 一般環境大気質の現地調査地点については、煙突排出ガスが拡散する可能性のある11 

半径 1.5km 範囲の一般環境の状況を把握するために住居や福祉施設等の立地状況を勘12 

案して設定したとしている。 13 

・ 走行経路沿道の現地調査地点の設定の考え方について確認したところ、ごみ収集車14 

の走行台数が現状から大きく増加する地点を選定したとのことであった。 15 

・ 気象については、対象事業実施区域周辺において、地上気象、上層気象及び高層気16 

象の調査を各１地点において行うとしている。 17 

・ 地上気象及び上層気象については通年の連続観測を行い、上層気象については、上18 

層の風向及び風速の状況について詳細に把握するため、ドップラーライダーによる観19 

測を行うとしている。 20 

・ 高層気象については四季に各７日観測し、地上から高度 1,000ｍまで 50ｍごとの風21 

向、風速及び気温を３時間ごとに８回観測するとしている。高層気象調査の実施に当22 

たっては、調査時期や接地逆転層の崩壊時における測定間隔を適切に設定し、べき法23 

則のパラメータや逆転層の発生状況の把握に努めるとともに、気象条件の代表性につ24 

いては、調査前に各季節の典型的な気圧配置となっていることを確認するとのことで25 

あった。 26 

・ 気象の調査地点の選定について事業者に確認したところ、地上気象については対象27 

事業実施区域の周辺で住居等の立地状況を勘案し通年調査を実施できる場所を選定し28 

たとのことであった。 29 

・ 上層気象及び高層気象については、対象事業実施区域から１km 程度の距離に位置30 

し、平地と丘陵の位置関係が対象事業実施区域と類似している泉佐野丘陵緑地の駐車31 

場を選定したとのことであった。 32 

33 
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（予測及び評価の手法） 1 

・ 煙突からの排出ガスについては、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び塩2 

化水素について年平均濃度及び１時間濃度を、水銀及びダイオキシン類について年平3 

均濃度を予測するとしている。 4 

・ 予測に用いる大気拡散モデルは、プルーム・パフモデルを基本としたモデルを用い5 

るとしている。 6 

・ １時間濃度については、一般的な気象条件として比較的高濃度が生じやすい気象条7 

件時、年間出現頻度が最も高い気象条件時を設定して寄与濃度と環境濃度を予測する8 

とともに、特殊気象条件として、上層逆転層出現時、接地逆転層崩壊に伴うフュミゲ9 

ーション発生時、ダウンウォッシュ出現時について予測を行うとしている。 10 

・ ダウンウォッシュ出現時の有効煙突高の推定式について事業者に確認したところ、11 

煙突の影響については Briggs 式を、建物の影響については Huber 式を用いるとのこ12 

とであった。 13 

・ 予測の対象時期については、施設の稼働が最大となる時期としており、具体的な時14 

期について事業者に確認したところ、ごみ排出量は減少する傾向にあるため施設の供15 

用を開始する令和 12年度と想定しているとのことであった。 16 

・ 建設機械については、二酸化硫黄、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について年平均17 

濃度を、ごみ収集車等及び工事関連車両の走行については、二酸化窒素及び浮遊粒子18 

状物質の年平均濃度を予測するとしている。 19 

・ ごみ収集車及び直接搬入車両の走行台数は１日当たり約 710 台（片道）と計画して20 

おり、土地区画整理事業の実施後に本事業以外を要因として発生する交通量は片道１21 

日当たり 610台であるとしている。 22 

・ この交通量の考慮について事業者に確認したところ、予測条件に含めるとのことで23 

あった。 24 

・ 焼却灰及び破砕・選別後の資源物等を搬出する車両の台数について方法書に記載さ25 

れていなかったため事業者に確認したが、回答が示されなかった。 26 

・ 車両の走行に伴う排出ガスによる影響の予測においては、ごみ収集車、焼却灰及び27 

破砕選別後の資源物等を搬出する車両及び通勤車両等に加えて、土地区画整理事業の28 

実施後に本事業以外を要因として発生する交通量を含む複合的な影響について予測す29 

る必要がある。 30 

・ 土地区画整理事業における造成工事に伴う粉じんの影響については、地上気象の現31 

地調査結果に基づき、ビューフォート風力階級表を用いて粉じんの巻き上がり頻度を32 

予測するとしている。 33 

34 
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（環境保全対策の実施の方針） 1 

・ ごみの分別及び焼却不適物混入防止の徹底並びに燃焼状態の適正管理により各種大2 

気汚染物質の発生抑制に努めるとしている。 3 

・ 排ガス処理として、以下の対策を実施する方針としている。 4 

  ばいじん：バグフィルタによる捕集 5 

  硫黄酸化物及び塩化水素：バグフィルタの前の排出ガスの経路においてアルカリ粉6 

体の吹込みにより生成する反応生成物を乾燥状態で回収7 

する乾式法による捕集・除去 8 

  窒素酸化物：触媒脱硝法等により分解 9 

  ダイオキシン類：燃焼管理等による発生の抑制及び捕集効率の高いバグフィルタの10 

採用の他、活性炭吸着の導入を検討 11 

  水銀：搬入廃棄物の管理徹底、上記に示す乾式法による捕集に加え、活性炭吸着の12 

導入を検討 13 

・ ごみ収集車について、効率的な収集運搬経路の設定及び委託・許可業者の車両の大14 

型化の促進等により走行台数の削減に努めるとともに、走行経路及び走行時間帯につ15 

いて、走行台数の集中を回避するよう努めるとしている。 16 

・ 焼却灰等の搬出車両については、搬出量に応じた適切な車両の選定や効率的な運行17 

により台数の削減に努めるとともに、施設関係者車両について低公害車等の積極的導18 

入を図るとしている。 19 

・ 工事については、排出ガス対策型建設機械の使用に努めるとともに、工事機械の集20 

中を避けた工事工程とするとしている。また、工事関連車両の退出時におけるタイヤ21 

洗浄等により粉じんの発生・飛散防止に努めるとしている。 22 

23 
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３ 水質 1 

 2 

（１）主な住民意見等 3 

（住民意見） 4 

・ なし 5 

 6 

（調査対象市長意見） 7 

・ なし 8 

 9 

（２）検討結果 10 

（事業計画） 11 

・ プラント排水は排水処理後、場内で再利用した上で、最小限の余剰水を下水道放流12 

するとしている。なお、公共下水道の整備について事業者に確認したところ、土地区13 

画整理事業により本事業の着工までに整備するとのことであった。 14 

・ 生活排水は施設内の水処理設備で処理した後、洗車排水、計量機排水、プラットホ15 

ーム洗浄水とともに排水処理を経て、場内で再利用することにより下水道への放流量16 

を抑制するとしている。 17 

・ 雨水の一部を回収・貯留し、敷地内の緑地への散水、ごみ収集車や場内設備等の洗18 

浄に使用するとしている。 19 

・ 方法書「図 2.3.11 水処理（給水・排水）フロー（案）」について、事業者提出20 

資料において以下の修正が行われた。（「Ⅰ 環境影響評価方法書の概要」10 ページ21 

「図 1-8 給水・排水フロー（案）」に示すとおり） 22 

① プラント排水等の処理後に施設内で再利用できない余剰水が発生した場合に23 

下水道に放流する経路を追加 24 

② 生活排水の一部を処理し施設内で再利用する経路を追加 25 

③ 灰処理室の洗浄排水を有機系排水処理設備を経由せず無機系排水処理設備に26 

おいて処理する旨の修正 27 

・ 施設の建設工事中に発生する濁水については、対象事業実施区域内に設置する沈砂28 

池を経て公共下水道に放流するとしている。公共下水道の整備が本事業の建設着工に29 

間に合わない場合の対応について事業者に確認したところ、事業者が設置する沈砂池30 

を経て京上川に放流するとのことであった。 31 

 32 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 33 

・ 土地区画整理事業における造成工事について自主的に調査等を行う項目として「水34 
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の濁り」を選定している。 1 

 2 

（調査の手法） 3 

・ 放流先の河川の水質を把握するため、京上川の１地点及び下流の樫井川の合流前後4 

の２地点において、浮遊物質量（ＳＳ）、濁度及び流量を測定するとしている。 5 

・ 測定は、降雨時について１降雨当たり３回を３降雨時、無降雨時について一季当た6 

り１回実施するとしている。 7 

・ 工事中に流出する土砂の特性を把握するため、造成工事を行う区域内の２地点の土8 

砂について土質粒度試験及び土壌沈降分析試験を実施するとしている。 9 

 10 

（予測及び評価の手法） 11 

・ 上記の河川における浮遊物質量について、工事期間中で影響が最大となる時期を対12 

象として、完全混合式等により定量的に予測するとしている。 13 

 14 

（環境保全対策の実施の方針） 15 

・ 土地区画整理事業における造成工事中に降雨に伴って発生する濁水の処理について16 

事業者に確認したところ、土地区画整理事業において事業区域内に沈砂池を設置する17 

ことにより放流水の浮遊物質量を水質汚濁防止法の上乗せ排水基準以下に低減するこ18 

とを想定しており、今後行う予測の結果を踏まえて必要に応じ濁水処理プラントの導19 

入について検討するとのことであった。 20 

21 



- 52 - 

 

４ 騒音、振動、低周波音 1 

 2 

（１）主な住民意見等 3 

（住民意見） 4 

・ なし 5 

 6 

（調査対象市町長意見） 7 

・ なし 8 

 9 

（２）検討結果 10 

（事業計画） 11 

・ 対象事業実施区域は市街化調整区域内に位置しており、最も近接する住居までの距12 

離は約 200ｍである。 13 

・ 騒音及び振動等を発生する主要な機器として蒸気タービン及び送風機等が設置され14 

る。 15 

・ 焼却施設は連続燃焼式とし、破砕・選別施設の稼働は午前９時から午後５時までと16 

する計画としている。 17 

・ 施設の建設工事の稼働時間及び工事関連車両の走行時間について事業者に確認した18 

ところ、建設工事は午前９時から午後５時まで、車両の走行は午前８時 30 分から午19 

後５時までを想定しているとのことであった。 20 

 21 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 22 

・ 施設の稼働について「騒音」、「振動」及び「低周波音」を、施設の建設工事並びに23 

ごみ収集車等及び工事関連車両の走行について「騒音」及び「振動」を評価項目に選24 

定している。 25 

 26 

（調査の手法） 27 

・ 環境騒音、振動及び低周波音について、対象事業実施区域周辺の２地点において、平28 

日及び休日の各１日について測定を行うとしており、低周波音については既存施設の稼29 

働中にその敷地境界線上においても測定を行うとしている。 30 

・ 道路交通騒音及び振動については、主要な走行経路沿道の３地点において、平日及び31 

休日の各１日について測定を行うとしている。 32 

33 



- 53 - 

 

（予測及び評価の手法） 1 

・ 施設の稼働に伴う騒音及び振動については、施設の騒音等の予測に一般的に用いられ2 

ている伝搬計算式を用いて予測を行い、低周波音については既存類似例または距離減衰3 

式を用いて予測を行うとしている。 4 

・ 道路交通騒音については、日本音響学会の道路交通騒音予測モデル（ASJ RTN-Model 5 

2018）、道路交通振動については「道路環境影響評価の技術手法」（国土交通省国土技術6 

政策総合研究所。平成 24年度版）を用いて予測を行うとしている。 7 

・ 土地区画整理事業の実施後に本事業以外を要因として発生する交通量の考慮につい8 

て事業者に確認したところ、当該交通量を予測条件に含めるとのことであった。（大気9 

質の再掲） 10 

・ 建設作業騒音については、日本音響学会の建設工事騒音の予測モデル（ASJ CN-Model 11 

2007）を用い、建設作業振動については伝搬計算式を用いた予測を行うとしている。 12 

・ 車両の走行に伴う道路交通騒音及び振動の予測においては、ごみ収集車、焼却灰及13 

び破砕選別後の資源物等を搬出する車両及び通勤車両等に加えて、土地区画整理事業14 

の実施後に本事業以外を要因として発生する車両を含む複合的な影響について予測す15 

る必要がある。 16 

 17 

（環境保全対策の実施方針） 18 

・ 焼却施設における機器等については基本的に建屋内に設置し、蒸気タービン及び送19 

風機等の大きな騒音・振動を発生する機器は、吸音材や防音扉等の防音措置を施した20 

専用室等に配置するよう努めるとともに、独立基礎の採用や防振ゴムなどの対策を講21 

じるとしている。 22 

・ 屋外に設置する蒸気タービンなどの機器については低騒音型を採用し、周囲を防音23 

効果の高い遮音壁や吸音ユニットで覆うなどの対策を講じるとしている。 24 

・ ごみ収集車については、効率的な収集運搬経路の設定等により走行台数の削減に努25 

めるとともに、走行経路、走行時間帯及び適正走行等の運行管理を徹底するとしてい26 

る。 27 

・ 焼却灰等の搬出車両については、搬出量に応じた適切な車両の選定や効率的な運行28 

により台数の削減に努めるとともに適切な走行管理に努めるとしている。 29 

・ 施設の建設工事については、低騒音・低振動型建設機械の使用に努め、工事機械の30 

集中を避ける工事工程とするとしている。また、必要に応じて防音フェンス等を設置31 

するとしている。 32 

33 
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５ 悪臭 1 

 2 

（１）主な住民意見等 3 

（住民意見） 4 

・ なし 5 

 6 

（調査対象市町長意見） 7 

・ なし 8 

 9 

（２）検討結果 10 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 11 

・ 施設の稼働に伴い煙突及びごみピット等からの悪臭の発生が考えられることから、12 

「悪臭」を評価項目に選定している。 13 

 14 

（調査の手法） 15 

・ 対象事業実施区域内の１地点及び周辺の４地点において夏季の１日について臭気指16 

数の測定を行うとしている。また、類似事例として既存の２施設の敷地境界線上にお17 

いて臭気指数の測定を行うとしている。 18 

 19 

（予測及び評価の手法） 20 

・ 煙突からの悪臭物質の排出については、「煙突排出ガスの予測方法」で示した大気21 

拡散モデルを用い、評価時間の補正及び悪臭防止法施行規則第６条の２に示された物22 

質濃度から臭気指数への修正を加える方法により臭気指数を予測するとしている。 23 

・ ごみピット等からの悪臭の漏洩については、既存類似例による定性的予測を行うと24 

している。その方法について事業者に確認したところ、既存の施設において風下にお25 

いて臭気指数を測定し、その結果及び本事業において実施する悪臭防止対策をもとに26 

定性的に予測を行うとのことであった。 27 

・ 調査及び予測方法について特に問題はないと考える。 28 

 29 

（環境保全対策の実施方針） 30 

・ ごみピットに投入扉を設置するとともに、ごみ収集車の出入口にエアカーテンや自31 

動開閉扉を設置するなど、臭気の漏洩を防止する措置を講じるとしている。 32 

・ ごみピット内の空気を送風機により炉内に供給することにより、ピット内を負圧に33 

保ち臭気の漏洩を防ぐとともに悪臭物質を熱分解させることとしている。 34 
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・ 焼却施設の停止時にはごみピット内の空気を活性炭方式等の脱臭装置による処理後1 

に排出することによりピット内の負圧を確保するとしている。 2 

･ ごみ収集車の走行時における悪臭対策について事業者に確認したところ、車両の洗3 

浄および車両に付帯する汚水タンクの適切な管理を徹底するとのことであった。 4 

5 
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６ 陸域生態系 1 

 2 

（１）主な住民意見等 3 

（住民意見） 4 

・ 対象事業実施区域が「新ごみ処理施設整備基本計画」において設置場所となってい5 

た丘陵緑地東地区の東側隣接泉佐野市所有地から、大阪府営泉佐野丘陵緑地の東地区6 

に変更されたことにより、緑が多い丘陵緑地東地区が公園でなくなり自然保全エリア7 

が減少することを危惧する。（再掲） 8 

・ 対象事業実施区域は「大阪府レッドリスト 2014」においてランク B の泉州ため池9 

群の範囲内にあり、かつ、ため池が存在することから、水生動植物の調査を実施すべ10 

きである。 11 

・ 対象事業実施区域のため池において、マルタニシやヒツジグサなど希少な生き物が12 

生息していることが確認されているが、それを考慮した計画にはなっていない。 13 

・ 哺乳類について、コウモリを対象とした調査が必要である。 14 

・ 陸生動物について、ラインセンサス法、ポイントセンサス法、各種トラップ法など15 

を実施するとあるが、実施地点・ラインを地図上に記載するべきである。 16 

 17 

（調査対象市長意見） 18 

・ なし 19 

 20 

（2）検討結果 21 

（事業計画） 22 

・ 対象事業実施区域周辺は和泉山脈北部の山麓地であり、シイ・カシ二次林等で構成23 

される森林が分布している。 24 

・ また、対象事業実施区域及びその周辺にはため池が分布している。 25 

・ 「大阪府レッドリスト 2014」（平成 26 年、大阪府）において、和泉市から泉南市26 

にかけての「泉州ため池群」は生物多様性ホットスポット（ランク B）に選定されて27 

いる。 28 

 29 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 30 

・ 施設の建設工事に係る建設機械の稼働及び工事関連車両の走行、施設の稼働及び施31 

設関連車両の走行により、周辺の陸生動物及び陸域生態系が変化する可能性があるこ32 

とから「陸生動物」及び「陸域生態系」を評価項目に選定している。 33 

・ 土地区画整理事業における造成工事の実施により周辺の陸生動物、陸生植物、淡水34 
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生物の生息環境及び陸域生態系が変化する可能性があることから「陸生動物」、「陸生1 

植物」、「淡水生物」及び「陸域生態系」を自主的に調査等を行う項目として選定して2 

いる。 3 

 4 

（調査の手法） 5 

○ 陸生動物 6 

・ 陸生動物（哺乳類、鳥類（猛禽類を除く）、両生類及び爬虫類、昆虫類、陸産貝7 

類）の各項目について、土地区画整理事業予定区域及び対象事業実施区域周辺約8 

200m の範囲で現地調査を実施するとしている。ただし、猛禽類については、対象事9 

業実施区域及びその周辺約 2kmの範囲で実施するとしている。 10 

・ 陸生動物の調査範囲、調査地点及び調査ルートの設定理由について事業者に確認し11 

たところ、「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」（平成 11 年 11月、建設省都市12 

局都市計画課）に基づき設定したとのことであった。また、猛禽類については、「猛13 

禽類保護の進め方(改訂版)」（平成 24 年 12 月、環境省自然環境局野生生物課）に基14 

づき設定したとのことであった。 15 

・ 哺乳類については、フィールドサイン法による調査を４季に、トラップ調査法によ16 

る調査を４地点において４季に行うとしている。（資料２－３）また、コウモリ類に17 

ついては、生息可能性のある樹林地等において夜間調査を３季に行うとしている。 18 

 トラップ調査法の調査地点の設定理由について事業者に確認したところ、中型・大19 

型哺乳類のねぐら、水場等の環境や移動ルートを考慮して設定したとのことであった。 20 

・ 鳥類については、２ルートにおいてラインセンサス法、２地点においてポイントセ21 

ンサス法による調査を４季に行うとしている。（資料２－４） 22 

鳥類の調査地点及び調査ルートの設定理由について事業者に確認したところ、営巣23 

可能性の高い環境を考慮して設定したとのことであった。 24 

・ 猛禽類については、営巣木踏査を秋から冬の１回、定点観察法による調査を繁殖期25 

である早春から夏にかけて７回行うとしている。また、フクロウ類については、生息26 

可能性のある樹林地等において夜間調査を早春から夏の５回行うとしている。 27 

・ 両生類及び爬虫類については、直接観察法による調査を４季に行うとしている。 28 

・ 昆虫類については、任意採取法による調査、４地点におけるライトトラップ法及び29 

ベイトトラップ法による調査をそれぞれ春から秋にかけての３季に行うとしている。30 

また、ホタル類の生息可能性のある水域や樹林地等において夜間調査を１回行うとし31 

ている。 32 

  昆虫類の調査地点の設定理由について事業者に確認したところ、食餌動物の有無や、33 

草地、林縁等、植物環境等の有無を考慮して設定したとのことであった。 34 
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・ 陸産貝類については、直接観察法による調査を春・秋の 2季に行うとしている。 1 

○ 淡水生物 2 

・ 淡水生物については、土地区画整理事業予定区域の内外のため池６地点及び同区域3 

周辺の河川２地点において、魚類及び底生動物の現地調査を実施するとしている。 4 

・ このうち、土地区画整理事業予定区域外のため池における調査の目的を確認したと5 

ころ、同区域内のため池において貴重な生物の生息が確認された場合の移植の可能性6 

を検討することを目的として実施するとのことであった。 7 

・ 魚類については、任意採取法及び目視観察法による調査を４季に実施するとしてい8 

る。 9 

・ 底生動物については、任意採取法及びコドラート法による調査を２季に実施すると10 

している。 11 

・ 河川及びため池における爬虫類、両生類、水生昆虫類、水生植物の調査の実施につ12 

いて事業者に確認したところ、これらについても調査を実施する予定であるとのこと13 

であった。 14 

・ 浮遊生物及び藻類については、既存の調査結果の活用又は現地調査の実施を予定し15 

ているとのことであった。 16 

○ 陸生植物 17 

・ 陸生植物については、土地区画整理事業予定区域及び対象事業実施区域周辺約18 

200mの範囲で実施するとしている。 19 

・ 植物相の目視観察法による調査を４季に、植生の植物社会学的調査法による植生調20 

査を１回行うとしている。 21 

植物相及び植生の調査地域の設定理由について事業者に確認したところ、「面整備22 

事業環境影響評価技術マニュアル」に基づき、動物相の現地調査地域と同様としたと23 

のことであった。 24 

 25 

○ 陸域生態系 26 

・ 陸域生態系について、陸生動物、淡水生物及び陸生植物の調査結果に基づき、上位27 

性、典型性、特殊性の観点から複数種を選定し、群集の構造、移動経路、食物連鎖の28 

状況について解析するとしている。 29 

 30 

（予測及び評価の手法） 31 

・ 土地区画整理事業、建設機械の稼働及び工事関連車両の走行に伴う陸生動物、淡水32 

生物、陸生植物の生息・生育環境及び陸域生態系の変化の程度について、それらに影33 
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響を及ぼす環境の変化を勘案し、既存類似例、文献等を参考にして予測するとしてい1 

る。 2 

参考にする具体的な既存類似例や文献について事業者に確認したところ、希少種が3 

確認された類似の造成事業及び清掃工場建設事業等の過去事例等を想定しているとの4 

ことであった。 5 

 6 

（環境保全対策の実施の方針） 7 

・ 施設配置の検討に当たっては、生物多様性と生態系への影響の回避又は低減に努め、8 

コアジサシの繁殖などに留意し環境保全に努めるとしている。 9 

・具体的な保全措置について事業者に確認したところ、「コアジサシ繁殖地の保全・配10 

慮指針」（平成 26 年３月 環境省自然環境局野生生物課）を参考に配慮するとのこ11 

とであった。 12 

・ 対象事業実施区域の法面については、在来種を主体とする低木等を用いた植栽を行13 

って適正に緑化率を確保するとしており、可能な限り対象事業実施区域周辺の樹種を14 

使用するとのことであった。 15 

・ 土地区画整理事業に係る森林等の減少への対応について事業者に確認したところ、16 

土地区画整理事業者である泉佐野市が主体となって緑化計画を策定し、法面緑化工事17 

等を実施する等の措置を講じるとのことであった。 18 

・ 土地区画整理事業に伴って出現する法面の緑化においては、事業予定区域が里地里19 

山であることを踏まえ、残置森林との連続性を考慮するとともに、埋土種子の利用な20 

ど遺伝子攪乱の防止に配慮した工法の採用を検討する必要がある。 21 

・ 土地区画整理事業予定区域において貴重な生物が確認された場合の保全措置につい22 

て事業者に確認したところ、既存類似例、文献などを参考するとともに、専門家の意23 

見を踏まえ保全措置を検討するとのことであった。また、調査時に採集した生物につ24 

いては、貴重性や重要性などに配慮しながら、標本として博物館等に保存するとのこ25 

とであった。 26 

・ 淡水生物の移植については、移植先の生態系を攪乱するおそれがあるとともに定着27 

しない事例が少なくないことから、専門家等の助言を踏まえて適切な実施について検28 

討すること。また、移植先の候補地については、環境条件が移植元と類似する箇所を29 

幅広く検討するとともに、追加した候補地についても現地調査を実施する必要がある。 30 

・ 土地区画整理事業に係る調査等については、専門家等の助言を踏まえて適切に調査31 

等を行うとともに環境保全措置を検討するべきである。 32 

33 
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資料２－３ 陸生動物調査地点 1 

 2 

 3 

 4 

資料２－４ 鳥類調査地点及びライン 5 

 6 

7 
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７ 人と自然との触れ合いの活動の場 1 

 2 

（１）主な住民意見等 3 

（住民意見） 4 

・ 対象事業実施区域について、令和３年に出された「新ごみ処理施設整備基本計画」に5 

おいて設置場所となっていた丘陵緑地東地区の東側隣接泉佐野市所有地から、大阪府営6 

泉佐野丘陵緑地の東地区に変更されたことにより、緑が多い丘陵緑地東地区が公園でな7 

くなり自然保全エリアが減少することを危惧する。（再掲） 8 

・ 泉佐野丘陵緑地は 19 番目の府営公園であり、府民･企業･行政等が協働して新しい公9 

園づくりをすることとなり、府議会で都市公園として整備することが決定されて、今も10 

創り続けている公園である。（再掲） 11 

・ 新ごみ処理施設建設を想定している場所が現在大阪府営公園泉佐野丘陵緑地東地区の12 

公園用地であることを明記すべきである。また、公園用地を産業用地に変更する記載が13 

なく、その手続について触れていない。（再掲） 14 

・ 大阪府の一人当たりの都市公園面積は全国で最低であり、大阪南部は府民の憩いの場15 

となる公園が少ないことを配慮頂きたい。（再掲） 16 

 17 

（調査対象市長意見） 18 

・ なし 19 

 20 

（２）検討結果 21 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 22 

・ 対象事業実施区域周辺には、泉佐野丘陵緑地、大井関公園、ハイキングルートなどの23 

人と自然との触れ合いの活動の場が存在する。 24 

・ 施設関連車両及び工事関連車両が人と自然との触れ合いの活動の場周辺の道路を走行25 

することから、「人と自然との触れ合いの活動の場」を評価項目に選定している。 26 

 27 

（調査の手法） 28 

・ 泉佐野丘陵緑地及びハイキングルートの２地点において、利用者のカウントや聞取り29 

等の調査を４季に各１回ずつ実施するとしている。 30 

具体的な聞取り内容について事業者に確認したところ、調査地点に来るまでの経路や31 

手段等について調査するとのことであった。 32 

調査地点の選定理由について事業者に確認したところ、対象事業実施区域周辺の主要33 

な人と自然との触れ合いの活動の場のうち、対象事業の実施に伴う施設関連車両や工事34 
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関連車両の走行による影響が生じる可能性がある地点を選定したとのことであった。 1 

ごみ収集車の走行経路とハイキングルートが重複している箇所（資料２－５）におけ2 

る調査の実施について事業者に確認したところ、当該箇所は現在もごみ収集車の走行経3 

路になっており、新焼却施設の供用に伴う影響は小さいと考えられることから、調査地4 

点に選定しなかったとのことであった。 5 

 6 

（予測及び評価の手法） 7 

・ 調査地点において、類似事例等に基づき、人と自然との触れ合い活動の場の利用環境8 

の変化の推定を行うとしている。 9 

その具体的な方法について事業者に確認したところ、現地調査の結果と施設関連車両10 

及び工事関連車両の車両台数を重ね合わせ、道路の混雑の発生等について予測するとの11 

ことであった。 12 

13 
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資料２－５ 施設関連車両及び工事関連車両走行経路及びハイキングルート 1 

 2 

3 
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８ 景観 1 

 2 

（１）主な住民意見等 3 

（住民意見） 4 

・ 施設の位置について、当初計画の泉佐野丘陵緑地に隣接する泉佐野市の土地から泉5 

佐野丘陵緑地の東地区に変更することは自然環境や文化・景観に大きな影響を与える6 

ものであり、その影響を軽減するため建設予定地の見直しを求めたい。建設予定地に7 

ついて、環境影響を比較するため他の案も提示すべきである。（再掲） 8 

 9 

（調査対象市長意見） 10 

・ 施設の配置や構造、外観等は、可能な限り周辺地域の景観と調和したものとし、景11 

観予測に当たっては、必要に応じて複数案を検討する等、住民に分かりやすく示すこ12 

と。 13 

 14 

（２）検討結果 15 

（事業計画） 16 

・ 対象事業実施区域周辺における自然景観資源として、金剛生駒紀泉国定公園、府営17 

泉佐野丘陵緑地、大阪みどりの百選に指定されている大井関公園、日根荘大木の農村18 

景観等が存在する。 19 

・ 煙突高さは 59mとしている。 20 

煙突の高さの設定理由について確認したところ、景観以外にも排出ガスの拡散等を21 

総合的に検討し、59mと決定したとのことであった。 22 

・ 煙突以外の工場棟等の高さについて事業者に確認したところ、既存の泉佐野市田尻23 

町清掃施設組合の第二事業所の工場棟の高さ（約 26m）と同程度かやや上回る高さを24 

想定しているとのことであった。 25 

 26 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 27 

・ 施設等の存在により自然景観、歴史的・文化的景観が変化する可能性があることか28 

ら、「自然景観」及び「歴史的・文化的景観」を評価項目に選定している。 29 

 30 

（調査の手法） 31 

・ 対象事業実施区域周辺９地点で、フォトモンタージュ作成のための写真撮影による32 

現地調査を４季に行うとしている。 33 

調査地点の選定理由について事業者に確認したところ、対象事業実施区域が視認さ34 
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れる可能性のある展望地や集落等のうち、代表的な地点を選定したとのことであった。 1 

 2 

（予測及び評価の手法） 3 

・ 施設の存在に伴う景観の変化について、フォトモンタージュの作成により、代表的4 

な眺望地点からの眺望の変化を予測するとしている。 5 

・ また、土地区画整理事業予定区域内に将来建設されるその他の建築物の存在を想定6 

した予測を実施するとのことであった。 7 

・ フォトモンタージュの作成においては、土地区画整理事業の事業計画を適切に反映8 

する必要がある。 9 

 10 

（環境保全対策の実施の方針） 11 

・ 対象事業実施区域の緑化計画については、在来種を主体とした植栽による緩衝緑地12 

帯を設け、かつ亜高木等植栽により建物を極力周辺から遮蔽できるよう、建物と自然13 

が調和するような景観配慮に努めるとしている。 14 

・ 白煙が景観に与える影響への配慮について事業者に確認したところ、白煙の発生に15 

ついては現地での気温及び湿度の調査結果を踏まえ、排出ガス処理設備等における白16 

煙防止策の実施について検討するとのことであった。 17 

・ 施設の建築意匠について、周囲の山林と調和する色彩やデザインとなるよう配慮し、18 

直接見えにくくする配慮をするとともに圧迫感の緩和に努めるとしている。 19 

・ 施設の配置、形態、意匠及び色彩等を十分に検討し、周辺や背景との調和が得られ20 

る建築計画とするとともに、必要に応じて複数案について予測する必要がある。 21 

22 
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９ 文化財 1 

 2 

（１）主な住民意見等 3 

（住民意見） 4 

・ なし 5 

 6 

（調査対象市長意見） 7 

・ なし 8 

 9 

（２）検討結果 10 

（事業計画） 11 

・  土地区画整理事業予定区域内には梨谷遺跡等の埋蔵文化財が存在している。また、12 

同区域近傍には、国指定史跡の日根荘遺跡等、日根荘由来の有形文化財が多く存在13 

している。 14 

 15 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 16 

・ 土地区画整理事業における造成工事について自主的に評価を行う項目として「埋蔵17 

文化財」を選定している。 18 

 19 

（調査の手法） 20 

・ 埋蔵文化財の調査の実施について事業者に確認したところ、土地区画整理事業を実21 

施する泉佐野市が主体となり、泉佐野市が設置している泉州南埋蔵文化財広域行政事22 

務所において、文化財保護法に基づく現地踏査及び試掘・確認調査を実施し、文化財23 

の存在が確認された場合は事業内容に応じて本発掘調査を実施することを検討してい24 

るとのことであった。 25 

 26 

（予測及び評価の手法） 27 

・  対象事業等を実施しようとする地域及び関連地域内の埋蔵文化財包蔵地の改変の程28 

度について、埋蔵文化財の分布状況及び同事業等の計画内容により予測するとしている。 29 

 30 

（環境保全対策の実施の方針） 31 

・  埋蔵文化財の存在が確認された場合の保全措置について事業者に確認したところ、32 

土地区画整理事業を実施する泉佐野市が泉州南埋蔵文化財広域事務所と発掘調査等を33 

実施して、適切な保全措置を講じるとのことであった。 34 

35 
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10 廃棄物 1 

 2 

（１）主な住民意見等 3 

（住民意見） 4 

・ なし 5 

 6 

（調査対象市長意見） 7 

・ なし 8 

 9 

（２）検討結果 10 

（施設の供用に伴う廃棄物） 11 

・ 施設の稼働に伴い、一般廃棄物及び産業廃棄物が発生することから、施設の稼働を12 

環境影響要因とし、「一般廃棄物」及び「産業廃棄物」を評価項目に選定している。 13 

・ ごみの減量や分別排出に関する啓発を行うことによりごみの減量化を図るとともに、14 

３市町の「プラスチックごみゼロ宣言」の取組みを推進してプラスチックごみの発生15 

抑制により焼却ごみ量の低減に努めるとしている。 16 

・ 最終処分量を可能な限り縮減する観点から、焼却灰等の発生量を抑制する施設・運17 

転管理計画を検討し準備書に記載する必要がある。 18 

・ ごみ処理施設内で発生する事業所ごみについても、ごみの減量や分別排出に努める19 

としている。 20 

・ 焼却灰及び飛灰の保管方法について事業者に確認したところ、焼却灰は加湿状態に21 

して気密性を有した集じん装置を備えた灰搬出室内の灰ピットに貯留し、飛灰はキレ22 

ート処理を施して集じん装置を備えた処理物搬出室内の開閉式貯留槽（バンカ）に貯23 

留するとのことであった。 24 

・ 排水処理設備から発生する汚泥の処理について事業者に確認したところ、有機性汚25 

泥は炉に投入して焼却し、無機性汚泥は最終処分するとのことであった。 26 

・ 予測については、廃棄物の種類ごとの発生量、再生利用量及び最終処分量について、27 

既存類似例等を考慮して事業計画及び原単位により施設の稼働が最大になる時期につ28 

いて予測するとしている。 29 

 30 

（工事の実施に伴う廃棄物等） 31 

・ 工事の実施に伴い、一般廃棄物及び産業廃棄物が発生することから、工事の実施を32 

環境影響要因として「一般廃棄物」及び「産業廃棄物」を評価項目に選定している。 33 

・ 産業廃棄物については、工法及び資材の選定及び再生資源を用いた建設資材の検討34 



- 68 - 

 

を行い、発生抑制に努めるとしている。また、資材の再利用に努めるとともに、発生1 

した廃棄物は適正に処理・処分を行うとしている。 2 

・ また、発生土については、対象事業実施区域内の盛土や埋戻し土としての再利用に3 

努め、場外搬出を行わない計画としている。 4 

・ 予測については、廃棄物の種類ごとの発生量、再生利用量（自ら利用する量及び外5 

部委託量）及び最終処分量等について、既存類似例等を考慮して事業計画及び原単位6 

により予測するとしている。事業者に確認したところ、既存類似事例として過去に実7 

施されたごみ処理施設の建設工事の事例を参照するとのことであった。 8 

・ 廃棄物の発生量等については、単に過年度に調査された原単位を用いて予測するの9 

ではなく、発生抑制及び再生利用に最大限努める計画としたうえで、これを踏まえて10 

予測する必要がある。 11 

12 
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11 地球環境 1 

 2 

（１）主な住民意見等 3 

（住民意見） 4 

・ なし 5 

 6 

（調査対象市町長意見） 7 

  ・ 施設の整備にあたっては、温室効果ガスの排出の抑制等に資するものを選択するよ8 

うに努めること。また、できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用9 

するよう努めること。 10 

 11 

（２）検討結果 12 

（事業計画） 13 

・ 廃棄物の焼却処理に伴う熱をボイラーで回収し、タービン発電機により発電する計14 

画とし、エネルギー回収率の目標を 21％以上と計画している。 15 

・ 発電電力量及びその用途について事業者に確認したところ、発電出力を 5,000kW 程16 

度、事業場内で消費後の余剰分は電力会社への売却を基本として計画しており、近隣17 

地域での市民の利用や農業での利用等についても研究していくとのことであった。 18 

 19 

（環境影響要因及び環境影響評価の項目） 20 

・ 施設の稼働及びごみ収集車等の走行、施設の建設工事及び工事関連車両の走行につ21 

いて「温室効果ガス」を評価項目に選定している。 22 

 23 

（予測及び評価の手法） 24 

・ 施設の稼働及び廃棄物運搬車両等の走行、建設工事及び工事関連車両の走行に伴っ25 

て排出される温室効果ガスについて、その排出量を予測するとしている。 26 

・ 予測を行う温室効果ガスの種類について事業者に確認したところ、施設の稼働につ27 

いては二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素を、ごみ収集車等及び工事関連車両の走28 

行並びに建設機械の稼働については二酸化炭素を予測の対象とするとのことであった。 29 

・ 予測方法については、既存類似例等を考慮し事業計画及び原単位により予測すると30 

しており、その具体的な方法について事業者に確認したところ、「温室効果ガス排出31 

量算定・報告マニュアル（ver.4.8）」（令和４年１月 環境省、経済産業省）に示さ32 

れた方法に準じるとのことであった。 33 

34 
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（環境保全対策の実施の方針） 1 

・ 施設の機器導入に当たっては、可能な限り省エネ型のものを選択し、コージェネレ2 

ーションシステム、余熱利用設備等の導入を検討するとともに、施設の屋上に太陽光3 

パネルを設置するとしている。 4 

・ また、煙突排出ガスから二酸化炭素を分離して回収する設備等の導入について検討5 

するとしている。 6 

・ 焼却施設の移転によりごみ収集車の走行距離が延びることに伴い温室効果ガスの排7 

出量の増加が見込まれるため、市町と連携してごみ収集車等に電気自動車等を導入す8 

るなど、温室効果ガスの一層の削減を図る計画とし、これを準備書に記載する必要が9 

ある。 10 

11 
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Ⅲ 指摘事項 1 

 2 

  当審査会では、事業者から提出された方法書について、「環境影響評価及び事後調査に3 

関する技術指針」に照らし、その内容を専門的かつ科学的な視点から精査した。また、環4 

境影響評価を実施する地域を管轄する市町の長である泉佐野市長、田尻町長、熊取町長及5 

び泉南市長から提出された環境の保全の見地からの意見に配慮して検討した。 6 

  その結果、方法書の記載内容は対象事業に係る環境影響評価を行う方法としては概ね妥7 

当なものと考えるが、より一層、環境の保全に配慮した事業計画となるようにという視点8 

も加え、下記のとおり環境の保全の見地からの意見を取りまとめた。 9 

  大阪府知事におかれては、これらの事項が環境影響評価準備書の作成等に反映されるよ10 

う事業者を十分指導されたい。 11 

 12 

記 13 

 14 

１．全般的事項 15 

 技術指針において方法書への記載を求めている事業の位置又は規模等に関する複数案16 

を環境の保全の観点から比較した結果が適切に示されなかったことから、準備書におい17 

て適切に記載すること。 18 
 19 

２．大気質 20 

（１） 周辺の地域の大気質への影響を可能な限り低減する観点から、近年の大気汚染防21 

止技術の動向等を踏まえて煙突排出ガスの諸元とすべき濃度を精査し、準備書にそ22 

の根拠を含めて記載すること。 23 

（２） 車両の走行に伴う排出ガスによる影響の予測においては、ごみ収集車、焼却灰及24 

び破砕選別後の資源物等を搬出する車両及び通勤車両等に加えて、土地区画整理事25 

業の実施後に本事業以外を要因として発生する交通量を含む複合的な影響について26 

予測すること。 27 
 28 

３．騒音、振動 29 

 車両の走行に伴う道路交通騒音及び振動の予測においては、ごみ収集車、焼却灰及び30 

破砕選別後の資源物等を搬出する車両及び通勤車両等に加えて、土地区画整理事業の実31 

施後に本事業以外を要因として走行する車両を含む複合的な影響について予測すること。 32 

33 
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４．陸域生態系 1 

淡水生物の移植については、移植先の生態系を攪乱するおそれがあるとともに定着し2 

ない事例が少なくないことから、専門家等の助言を踏まえて適切な実施について検討す3 

ること。また、移植先の候補地については、環境条件が移植元と類似する箇所を幅広く4 

検討するとともに、追加した候補地についても現地調査を実施すること。 5 
 6 

５．景観 7 

（１） 施設の配置、形態、意匠及び色彩等を十分に検討し、周辺や背景との調和が得ら8 

れる建築計画とするとともに、必要に応じて複数案について予測すること。 9 

（２） フォトモンタージュの作成においては、土地区画整理事業の事業計画を適切に反10 

映すること。 11 
 12 

６．廃棄物 13 

（１） 最終処分量を可能な限り縮減する観点から、焼却灰等の発生量を抑制する施設・14 

運転管理計画を検討し準備書に記載すること。 15 

（２） 工事の実施に伴う廃棄物の発生量等については、単に過年度に調査された原単位16 

を用いて予測するのではなく、発生抑制及び再生利用に最大限努める計画としたう17 

えで、これを踏まえて予測すること。 18 
 19 

７．地球環境 20 

   焼却施設の移転によりごみ収集車の走行距離が延びることに伴い温室効果ガスの排出21 

量の増加が見込まれるため、市町と連携してごみ収集車等に電気自動車等を導入するな22 

ど、温室効果ガスの一層の削減を図る計画とし、これを準備書に記載すること。 23 
 24 

８．その他 25 

 本事業に先行して実施される土地区画整理事業については、大阪府環境影響評価条例26 

の手続の対象ではないが、本事業の事業計画の前提とされていることを踏まえ、事業者27 

においては土地区画整理事業の事業者と連携し、特に以下の点に留意して環境の保全に28 

適切に取り組むとともに、地域住民等への情報の提供に努めるべきである。 29 

（１） 土地区画整理事業に係る評価項目に選定された陸域生態系に係る各項目について30 

は、専門家等の助言を踏まえ、適切に調査等を行うとともに環境保全措置を検討す31 

ること。また、土地区画整理事業に伴って出現する法面の緑化においては、事業予32 

定区域が里地里山であることを踏まえて残置森林との連続性を考慮するとともに、33 

埋土種子の利用など遺伝子攪乱の防止に配慮した工法の採用を検討すること。 34 

（２） 上記の評価項目に選定されなかった大気質、騒音、振動、地象（工事中を含む土35 

地の安定性等）、水象、景観、廃棄物及び発生土についても、重大な環境影響が生36 

じるおそれの程度を勘案し、調査等を実施した上で環境保全措置を検討すること。 37 

38 
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